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社会保障改革案 

 

 

社会保障改革に関する集中検討会議では、本年2月の会議発足以降、震災での

中断を挟み、本日を含め１０回、非公式な準備作業会合を含めれば１４回にわたり、

社会保障改革のあり方について精力的な議論を重ねてきた。 

 本改革案は、2 月以来前回までの会議における各委員からの意見、関係団体・マ

スコミ、関係各省・有識者からのヒアリング、5 月 12 日提出の厚生労働省改革案、

前回及び前々回会議において総理が示した事項、与党（民主党・国民新党）報告等

を総合的に勘案し、社会保障改革の具体的方向について取りまとめたものであ

る。 

 

 

Ⅰ 社会保障改革の全体像 

 

１ 社会保障改革の基本的考え方 

 

現行社会保障制度の基本的枠組みが作られた 1960 年代以降今日までの社会

経済諸情勢の大きな変化を踏まえ、国民の自立を支え、安心して生活ができる社

会基盤を整備するという社会保障の原点に立ち返り、その本源的機能の復元と強

化を図る。 

具体的には、社会保障国民会議、安心社会実現会議以来の様々な議論の積み

重ねを尊重し、昨年 12 月の社会保障改革に関する有識者検討会報告で示された

「３つの理念」「５つの原則」を踏まえ、必要な社会保障の機能強化を確実に実施し、

同時に社会保障全体の持続可能性の確保を図るため、以下の諸点に留意しつつ、

制度全般にわたる改革を行う。 

① 自助・共助・公助の最適バランスに留意し、個人の尊厳の保持、自立・自助

を国民相互の共助・連帯の仕組みを通じて支援していくことを基本に、格差・

貧困の拡大や社会的排除を回避し、国民一人一人がその能力を最大限発揮

し、積極的に社会に参加して「居場所と出番」を持ち、社会経済を支えていくこ

とのできる制度を構築する。 
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② 必要な機能の充実と徹底した給付の重点化・制度運営の効率化を同時に行

い、真に必要な給付を確実に確保しつつ負担の最適化を図り、国民の信頼に

応え得る高機能で中長期的に持続可能な制度を実現する。 

③ 給付・負担両面で、世代間のみならず世代内での公平を重視した改革を行  

う。 

④ 社会保障・財政・経済の相互関係に留意し、社会保障改革と財政健全化の

同時達成、社会保障改革と経済成長との好循環を実現する。 

 

 

２ 改革の優先順位と個別分野における具体的改革の方向 

 

（１） 改革の優先順位 

 厚生労働省案に示す「社会保障制度改革の基本的方向性」（１．全世代対応

型・未来への投資、 ２．参加保障・包括的支援（全ての人が参加できる社会）、 

３．普遍主義、分権的・多元的なサービス供給体制、 ４．安心に基づく活力）を 

踏まえ、 

① 子ども・子育て支援、若者雇用対策 

② 医療・介護等のサービス改革 

③ 年金改革 

④ 制度横断的課題としての「貧困・格差対策（重層的セーフティネット）」「低所得

者対策」  

についてまず優先的に取り組む。  

 

（２） 個別分野における具体的改革 

個別分野における具体的改革項目については、 

① 5 月 23 日及び 30 日に総理から示された「安心」３本柱、「支え合い」３本柱、

「成長」３本柱について、着実な実行を図る。 

② 負担と給付の関係が明確な社会保険（＝共助・連帯）の枠組みの強化による

機能強化を基本とする。 

③ ①及び②を前提に、社会の分断・二極化、貧困・格差の再生産の防止の観

点から、社会保険制度において適用拡大や低所得者対策を実施するなどによ

り、セーフティネット機能の強化を図る。 



 
 

3 
 

④ 世代間のみならず、世代内（特に高齢世代内）での公平の確保、所得再分 

配機能の強化を図る観点から、給付・負担両面での見直しを行う。 

⑤ 医療・介護・保育等のサービス分野における多様な主体の参加、「新しい公

共」の創出など、成長に貢献し、地域に根ざすサービス提供体制の実現を図

る。 

といった点を基本に、必要な機能の充実と徹底した給付の重点化・制度運営の

効率化を同時に実施する。 

 

  個別分野ごとの充実項目、重点化・効率化項目の内容及び改革の工程は、

別紙１「社会保障改革の具体策、工程及び費用試算」の欄 A～C に示すとおりで

あり、各改革項目の記述に当たっては、可能な限り具体的な数値目標を示すと

ともに、成長戦略に関係の深い項目についてはその旨付記した。 

 

＜個別分野における主な改革項目（充実／重点化・効率化）＞ 

Ⅰ 子ども・子育て 

  ○ 子ども・子育て新システムの制度実施に伴い、保育等の量的拡充や幼保 

一体化などの機能強化を図る。 

   ・ 待機児童の解消、質の高い学校教育・保育の実現、放課後児童クラブの

拡充、社会的養護の充実 

   ・ 保育等への多様な事業主体の参入促進、既存施設の有効活用、実施体

制の一元化 

Ⅱ 医療・介護等 

  ○ サービスの提供体制の効率化・重点化と機能強化を図る。そのため、診

療報酬・介護報酬の体系的見直しと基盤整備のための一括的な法整備を

行う。 

   ・ 病院・病床機能の分化・強化と連携、在宅医療の充実等、地域包括ケア

システムの構築・ケアマネジメントの機能強化・居住系サービスの充実、

施設のユニット化、重点化に伴うマンパワーの増強 

・ 平均在院日数の減少、外来受診の適正化、ＩＣＴ活用による重複受診・重

複検査・過剰薬剤投与等の削減、介護予防・重度化予防 

 ○ 保険者機能の強化を通じて、医療・介護保険制度のセーフティネット機能

の強化・給付の重点化などを図る。 
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  a) 被用者保険の適用拡大と国保の財政基盤の安定化・強化・広域化 

   ・ 短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大、市町村国保の財政運営

の都道府県単位化と併せ財政基盤を強化 

  b) 介護保険の費用負担の能力に応じた負担の要素強化と低所得者への配

慮、保険給付の重点化 

   ・ １号保険料の低所得者保険料軽減強化 

   ・ 介護納付金の総報酬割導入、重度化予防に効果のある給付への重点化 

  c) 高度・長期医療への対応（セーフティネット機能の強化）と給付の重点化 

   ・ 高額療養費の見直しによる負担軽減と、その規模に応じた受診時定額

負担等の併せた検討 

  d) その他 

   ・ 総合合算制度、高齢者医療制度の見直し、低所得者対策・逆進性対策等

の検討 

・ 後発医薬品の更なる使用促進、医薬品の患者負担の見直し、国保組合

の国庫補助の見直し、高齢者医療費支援金の総報酬割導入、70～74歳2

割負担 

Ⅲ 年金 

 ○ 国民的な合意に向けた議論や環境整備を進め、「新しい年金制度の創設」

実現に取り組む。 

   ・ 所得比例年金(社会保険方式)、最低保障年金（税財源） 

 ○ 年金改革の目指すべき方向性に沿って、現行制度の改善を図る。 

   ・ 最低保障機能の強化＋高所得者の年金給付の見直し 

・ 短時間労働者に対する厚生年金の適用拡大、第３号被保険者制度の見

直し、在職老齢年金の見直し、産休期間中の保険料負担免除、被用者年

金の一元化 

   ・ デフレ下のマクロ経済スライド、支給開始年齢の引上げ、標準報酬上限

の引上げ 

 ○ 業務運営の効率化を図る（業務運営及びシステムの改善）。 

Ⅳ 就労促進 

 ○ 全員参加型社会の実現のために、若者の安定的雇用の確保、女性の就業

率の M 字カーブの解消、年齢にかかわりなく働き続けることができる社会

づくり、障害者の雇用促進に取り組む。 
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 ○ ディーセント・ワーク（働きがいのある人間らしい仕事）の実現を図る。 

 ○ 雇用保険・求職者支援制度の財源について、関係法の規定を踏まえ検討

する。 

Ⅴ Ⅰ～Ⅳ以外の充実、重点化・効率化 

 ・ サービス基盤の整備、医療イノベーションの推進、第２のセーフティネットの 

構築、生活保護の見直し（充実、重点化・効率化）、障害者施策・難病対策の検

討、震災復興における新たな安心地域モデルの提示 

 

[再掲] 貧困・格差対策 ～ 重層的なセーフティネットの構築 

 ○ 短時間労働者に対する社会保険の適用拡大 

 ○ 社会保険制度における低所得者対策の強化 

  ・ 市町村国保・介護保険における低所得者への配慮、高度・長期医療への

対応（セーフティネット機能の強化）、総合合算制度、年金制度における最低

保障機能の強化 

 ○ 第2 のセーフティネットの構築 

  ・ 求職者支援制度の創設、複合的困難を抱える者への伴走型支援 

 ○ 生活保護の見直し 

 

（３） 社会保障・税に関わる共通番号制度の早期導入 

社会保障・税に関わる番号制度は、主として、真に手を差し伸べるべき人に対

する社会保障を充実させ、効率的かつ適切に提供することを目的に導入を目指

すものである。その導入により、国民の負担の公正性を確保するとともに、国民

の利便性の更なる向上を図ることが可能となるほか、行政の効率化・スリム化も

可能となる。 

その導入に当たっては、制度面とシステム面の両面で十分な個人情報保護策

を講じるとともに、費用と便益を示し、国民の納得と理解を得ていく必要がある。

6 月には「社会保障･税番号大綱（仮称）」を策定し、今秋以降可能な限り早期に

国会への法案提出を目指す。 
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Ⅱ 改革後の社会保障費用の推計 

 

１ 機能強化（充実と重点化・効率化の同時実施）にかかる費用 

   子ども・子育て、医療・介護等及び年金の各分野ごとの充実項目、重点化・効

率化項目にかかる費用（公費）の推計は別紙１の欄 D 及び E に示すとおりであ

る。 

 

改革全体を通じて、2015 年度において 

充実による額              3.8 兆円程度 

重点化・効率化による額    ～▲1.2 兆円程度 

を一つの目途として、機能強化（充実と重点化・効率化の同時実施）による追加

所要額（公費）は、約2.7 兆円程度と見込まれる。 

 

2015 年段階における各分野ごとの追加所要額（公費）は、 

Ⅰ 子ども・子育て            0.7 兆円程度 

    （税制抜本改革以外の財源も含めて 1 兆円超程度の措置を今後検討） 

   Ⅱ 医療・介護等           ～1.6 兆円弱程度 

（総合合算制度～0.4 兆円程度を含む） 

   Ⅲ 年金                ～0.6 兆円程度 

   再掲：貧困・格差対策        ～1.4 兆円程度 

（総合合算制度～0.4 兆円程度を含む） 

 

  と見込まれる。 

 

 

２ 改革後の社会保障給付にかかる公費（国・地方）全体の推計 

2015 年度における、今回の社会保障改革実施後の社会保障給付にかかる公

費（国・地方）全体の額は別紙２に示すとおり 47.4 兆円と見込まれる。 

このうち、年金・医療・介護及び子ども・子育て分野にかかる費用は 42.0 兆円

と見込まれる。 
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Ⅲ 社会保障・税一体改革の基本的姿 

 

１ 社会保障の安定財源確保の基本的枠組み 

 

（１） 消費税収を主たる財源とする社会保障安定財源の確保  

民主党「税と社会保障の抜本改革調査会」中間整理等、社会保障財源のあり

方に関する累次の報告や関係法律の規定を踏まえ、国民が広く受益する社会保

障の費用をあらゆる世代が広く公平に分かち合う観点などから、社会保障給付

に要する公費負担の費用は、消費税収（国・地方）を主要な財源として確保す

る。 

   消費税収（国・地方）の使途は、現在は国分が予算総則上高齢者三経費に充

てられているが、今後は、高齢者三経費を基本としつつ、その全額の使途を「制

度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処す

るための施策に要する費用」（「社会保障四経費」、平成 21 年度税制改正法附則

104 条）に拡充する。 

 

（２） 消費税収の使途の明確化 

消費税収（国・地方）は全て国民に還元し、官の肥大化には使わない1こととし、

消費税を社会保障の目的税とすることを法律上、会計上も明確にすることを含

め、区分経理を徹底する等、消費税収（国・地方）の使途を明確化する（消費税収

の社会保障財源化）。 

さらに、将来的には、社会保障給付にかかる公費全体について、消費税収

（国・地方）を主たる財源として安定財源を確保することによって、社会保障制度

の一層の安定・強化につなげていく。 

     

（３） 国・地方を通じた社会保障給付の安定財源の確保 

上記（１）及び（２）の改革を進めるに当たり、国民一人一人に包括的な支援を

行うという社会保障の考え方からすれば、地域住民に身近なところでサービスを

設計し、実行する地方自治体の役割は極めて重要であり、地方による分権的な

社会保障は、社会保障の信頼を大きく高める。消費税収（国・地方）の具体的充

                                      
1 有識者検討会報告において引用されている「持続可能な社会保障構築とその安定財源確保に向けた中期プロ

グラム」(平成20 年12 月24 日閣議決定)参照 
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当先となる社会保障給付における国と地方の役割分担に応じた消費税収（国・

地方）の配分を実現し、国とともに社会保障制度を支える地方自治体の社会保

障給付に対する安定財源の確保を図る。 

  また、地方自治体が地域の実情に応じて住民合意の下に提供するサービス

に関しては、独自に財源が確保できるよう、地方自治体の課税自主権の拡大・

発揮について検討する。 

 

（４） 消費税率の段階的引上げ 

上記（１）～（３）及び改革後の社会保障費用の推計を踏まえ、社会保障給付の

規模に見合った安定財源の確保に向け、まずは、2015 年度までに段階的に消

費税率（国・地方）を10％まで引き上げ、当面の社会保障改革にかかる安定財源

を確保する。 

 

 

２ 社会保障改革の安定財源確保と財政健全化の同時達成 

 

未来への投資である社会保障のコストを、将来世代に先送りすることは許さ

れない。現在の社会保障給付の財源の多くが赤字公債、すなわち将来世代の

負担で賄われている。このような状況は、社会保障のあり方としても、危機的と

も言える国・地方の財政状況からもこれ以上放置することはできず、「現在の世

代が受ける社会保障は現在の世代で負担する」2との原則に一刻も早く立ち戻る

必要がある。  

今回の社会保障改革の目指すところは、「社会保障の機能強化」と「機能維持

―制度の持続可能性の確保」である。社会保障改革の財源確保と財政健全化は

相反する課題ではなく、両者を同時達成するしか、それぞれの目標を実現する

道はない。3 

 

このような考え方に立って、社会保障・税一体改革においては、改革後の社会

                                      
2 民主党「税と社会保障の抜本改革調査会」中間整理 
3  「社会保障強化だけが追求され財政健全化が後回しにされるならば、社会保障制度もまた遠からず機能停止

する。しかし、財政健全化のみを目的とする改革で社会保障の質が犠牲になれば、社会の活力を引き出すことは

できず、財政健全化が目指す持続可能な日本そのものが実現しない。」（有識者検討会報告） 
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保障給付にかかる費用を踏まえつつ、その安定財源を確保していくことを通じて、

財政健全化を同時に実現する。 

 

《2015 年度における姿》 

具体的には、まずは、2015 年度までに段階的に消費税率（国・地方）を 10％ま

で引き上げ、上記Ⅱ－１で示す「機能強化」にかかる費用、高齢化の進行等によ

り増大する費用及び基礎年金国庫負担２分の１を実現するために必要な費用

（社会保障国民会議では、この３つの経費を合計して「機能強化」として試算して

いる）、後代に付け回しをしている「機能維持」にかかる費用及び消費税率引上

げに伴う社会保障支出等の増加に要する費用を賄うことにより、社会保障の安

定財源確保を図る（別紙３）。    

   これにより、2015 年度段階での財政健全化目標4の達成が見込まれ5、「社会

保障の安定財源確保と財政健全化の同時達成」への一里塚が築かれる。 

 

 

Ⅳ 税制全体の抜本改革 

 

社会保障・税一体改革においては、所得、消費、資産にわたる税制全般の改革

を実施していく。 

 

 （注）今後、社会保障・税一体改革の成案に向け、税制調査会において、平成 22

年度・平成 23 年度税制改正大綱等に示された方針を踏まえ、残された税制抜

本改革の課題等の審議を行い、包括的な税制抜本改革の姿を示す。 

 

                                      
4  「財政運営戦略」（平成22 年6 月22 日閣議決定）において、国及び国・地方の基礎的財政収支赤字の対ＧＤＰ

比を、2015年度までに2010年度の水準から半減し、2020年度までに黒字化させた上で、2021年度以降において、

国・地方の公債等残高の対ＧＤＰ比を安定的に低下させることとされている。 
5  財政健全化目標の達成所要額は、内閣府「経済財政の中長期試算」（平成23年1月）を前提としている（年央に

改訂）。 
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Ⅴ 社会保障・税一体改革のスケジュール 

 

 社会保障改革については、税制抜本改革の実施と併せ、別紙１に示された工程

表に従い、各分野において遅滞なく順次その実施を図る。 

 税制抜本改革については、経済動向等を踏まえつつ遅滞なく消費税を含む税制

抜本改革を実施するため、平成 21 年度税制改正法附則 104 条に示された道筋に

従って平成 23 年度中に必要な法制上の措置を講じる。 

 上記のスケジュールに基づき、国民の理解と協力を得ながら社会保障と税制の

改革を一体的に進める。 

 

 

Ⅵ 経済成長との好循環の実現 

 

 成長と安心、社会保障と経済成長は車の両輪であり、持続的な経済成長がなけ

れば社会保障の財政的安定も実現できない。社会保障は需要・供給両面で経済成

長に寄与する機能を有しており、医療や介護分野での雇用創出や新たな民間サー

ビス創出のための環境整備、ＩＣＴなどのテクノロジーを活用した社会保障費用の

最適化、サービスの質の向上、医療イノベーション、ライフイノベーションの推進、

ドラッグラグ・デバイスラグの早期解消、先進医療制度の運用改善、民間企業を含

めた多様な事業主体の新規参入促進、「新しい公共」の創造など、利用者・国民の

利便の向上と新たな産業分野育成の観点からの諸改革を進める。 



・
０
〜
２
歳
児
保
育
の
量
的
拡
充
・

体
制
強
化
等
（
待
機
児
童
の
解
消
）

・
質
の
⾼
い
学
校
教
育
・
保
育

の
実
現
（
幼
保
⼀
体
化
の
実
現
）

・
総
合
的
な
⼦
育
て
⽀
援
（
家
庭
や

地
域
に
お
け
る
養
育
の
⽀
援
）
の
充
実

・
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
拡
充

・
社
会
的
養
護
の
充
実

放
課
後

児
童

ク
ラ
ブ
の
利
用
児
童
数

20
10
年

81
万
人
→
20
14
年

11
1万

人

３
歳
未

満
児

の
保
育
の
利
用
率

20
10
年

23
％
→
20
14
年

35
%(
2
01
7年

44
％
)

新
シ
ス
テ
ム
具
体
案
を

早
期
に
と
り
ま
と
め

税
制
抜
本
改
⾰
と
と
も

に
法
案
提
出

○
⼥
性
の
就
業
率
の
向
上
☆

○
保
育
等
の
従
業
者
の
増
加
☆社
会
保
障
改
⾰
の
具
体
策
、
⼯
程
及
び
費
⽤
試
算

社
会
保
障
改
⾰
の
具
体
策
、
⼯
程
及
び
費
⽤
試
算

1

Ⅰ ⼦ ど も ・ ⼦ 育 て

充
実
計

（
20
15
年
）

重
点
化
・
効
率
化
計

（
20
15
年
）

０
．
７
兆
円
程
度

⼦
ど
も

⼦
育
て

計

０
．
７
兆
円
程
度

１
兆
円
超
程
度

－

「
☆
」
成
⻑
戦
略
に
特
に
関
係
が
深
い
項
⽬

０
．
７
兆
円
程
度

１
兆
円
超
程
度

※
 
税
制
抜
本
改
革

以
外

の
財
源

も
含

め
て

１
兆

円
超
程

度
の

措
置
を

今
後

検
討

※
 
左
記
の
措
置
に

係
る

所
要
額
に

つ
い

て
は
、

新
シ

ス
テ
ム

の
検

討
に

お
い
て

今
後

検
討

※
税

制
抜

本
改

革
以

外
の

財
源

も
含
め
て

１
兆

円
超

程
度

の
措

置
を

今
後

検
討

※
税
制

抜
本
改
革
以
外
の

財
源
も
含

め
て
１
兆
円

超
程
度
の

措
置
を
今
後

検
討

※
左
記
の
措
置
に
係
る

所
要
額

に
つ
い
て
は
、

新
シ
ス

テ
ム
の
検
討

に
お
い

て
今
後
検
討

・
指
定
制
の
導
⼊
に
よ
る
保
育
等
へ
の

多
様
な
事
業
主
体
の
参
⼊
促
進

☆
質
を
確
保
す
る
た
め
の
基
準
と
併
せ
て

質
の
改
善
を
図
る

・
幼
稚
園
な
ど
の
既
存
施
設
の
有
効
活
⽤

や
、
⼩
規
模
保
育
、
家
庭
的
保
育
な
ど
の

多
様
な
保
育
の
推
進

・
国
及
び
地
⽅
に
お
け
る
実
施
体
制
の

⼀
元
化

（
「
⼦
ど
も
家
庭
省
（
仮
称
）
」
の
創
設
等
）

女
性
（
25
～
44
歳
）
の
就
業
率

20
09
年

66
％

→
20
20
年

7
3％

・
制
度
・
財
源
・
給
付
に
つ
い
て

包
括
的
・
⼀
元
的
な
制
度
を
構
築

所
要
額
（
公
費
）

２
０
１
５
年

充
実

（
⾦
額
は
公
費
（
20
15
年
）
）

重
点
化
・
効
率
化

（
⾦
額
は
公
費
（
20
15
年
）
）

所
要
額
（
公
費
）

２
０
２
５
年

⼯
程

A
B

C
D

E

○
⼦
ど
も
・
⼦
育
て
新
シ
ス
テ
ム
の
制
度
実
施
に
伴
う
保
育
等
の
量
的
拡
充
、

幼
保
⼀
体
化
な
ど
の
機
能
強
化

別
紙
１



・
病
院
・
病
床
機
能
の
分
化
・
強
化
と
連
携

（
急
性
期
医
療
へ
の
医
療
資
源
の
集
中
投
⼊
、

亜
急
性
期
・
慢
性
期
医
療
の
機
能
強
化
等

に
よ
る
⼊
院
医
療
の
機
能
強
化
、
精
神
保
健

医
療
の
改
⾰
、
医
師
の
偏
在
是
正
等
）

・
在
宅
医
療
の
充
実
等
（
診
療
所
等
に
お
け
る

総
合
的
な
診
療
や
在
宅
療
養
⽀
援
機
能
の

強
化
・
評
価
、
訪
問
看
護
等
の
計
画
的
整
備
等
）

・
平
均
在
院
⽇
数
の
減
少
等

（
▲
4,
30
0億

円
程
度
）

・
外
来
受
診
の
適
正
化
等
（
⽣
活
習
慣
病
予
防
、

医
療
連
携
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
、
番
号
、
保
険
者
機
能

の
強
化
等
）
（
▲
1,
20
0億

円
程
度
）

・
Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
活
⽤
に
よ
る
重
複
受
診
・
重
複

検
査
、
過
剰
な
薬
剤
投
与
等
の
削
減

・
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築
等
在
宅
介
護

の
充
実
、
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
機
能
強
化
、

居
住
系
サ
ー
ビ
ス
の
充
実

等
・
施
設
の
ユ
ニ
ッ
ト
化

・
介
護
予
防
・
重
度
化
予
防

・
介
護
施
設
の
重
点
化
（
在
宅
へ
の
移
⾏
）

（
▲
1,
80
0億

円
程
度
）

・
上
記
の
重
点
化
に
伴
う
マ
ン
パ
ワ
ー
増
強
☆

○
医
療
・
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
体
制
の
効
率
化
・
重
点
化
と
機
能
強
化

〜
診
療
報
酬
・
介
護
報
酬
の
体
系
的
⾒
直
し
と
基
盤
整
備
の
た
め
の
⼀
括
的
な
法
整
備
〜

〜
０
．
６
兆
円

程
度

〜
２
．
３
兆
円

程
度

０
．
４
兆
円
程
度

１
．
３
兆
円
程
度

△
０
．
１
兆
円
程
度

△
０
．
６
兆
円
程
度

０
．
１
兆
円
程
度

１
．
２
兆
円
程
度

０
．
２
兆
円
程
度

０
．
４
兆
円
程
度

高
度

急
性

期
の
職
員
等
：
20
2
5
年
に
現
行

ベ
ー
ス
よ
り
２
倍
増

一
般

急
性

期
の
職
員
等
：
20
2
5
年
に
現
行

ベ
ー
ス
よ
り
６
割
程
度
増

在
宅

医
療

等
：
2
0
1
1年

17
万
人
/日

→
2
0
25
年

29
万
人
/
日

外
来

患
者

数
：

2
0
2
5年

に
現

行
ベ
ー

ス
よ

り
５
％

程
度

減
少

G
H
、

小
規

模
多
機
能
：
2
0
11
年

21
万
人
/
日

→
2
0
2
5年

7
7万

人
/日

居
住

系
・

在
宅
介
護
：
2
0
11
年

3
35
万
人
/
日

→
2
0
2
5年

5
1
0万

人
/日

要
介

護
認

定
者

数
：
2
0
2
5年

に
現
行

ベ
ー

ス
よ

り
３

％
程
度

減
少

医
療

介
護
従
事
者
：
2
0
1
1年

4
6
2万

人
→

20
2
5
年

7
0
4～

7
3
9万

人
（
1
.6
倍
程
度
）

2

Ⅱ 医 療 ・ 介 護 等 ①

充
実
計

（
20
15
年
）

重
点
化
・
効
率
化
計

（
20
15
年
）

〜
１
．
４
兆
円
程
度

〜
０
．
７
兆
円
程
度

（
2,
40
0億

円
程
度
）

医
療
・

介
護
①

⼩
計

・
20
12
年
以
降
、
診
療

報
酬
・
介
護
報
酬
の

体
系
的
⾒
直
し

・
基
盤
整
備
の
た
め
の

⼀
括
的
な
法
整
備
：

20
12
年
⽬
途
に

法
案
提
出

・
20
25
年
頃
ま
で
に

医
療
・
介
護
サ
ー
ビ
ス

の
あ
る
べ
き
姿
を
実
現

（
上
記
の
機
能
分
化
等
が
全
て
実
現
す
る
場
合
の
試
算
）

（
8,
70
0億

円
程
度
）

（
2,
50
0億

円
程
度
）

所
要
額
（
公
費
）

２
０
１
５
年

充
実

（
⾦
額
は
公
費
（
20
15
年
）
）

重
点
化
・
効
率
化

（
⾦
額
は
公
費
（
20
15
年
）
）

所
要
額
（
公
費
）

２
０
２
５
年

⼯
程

A
B

C
D

E

○
平

均
在

院
日

数
：
2
0
1
1年

1
9～

2
0
日
程

度
→

 
2
02
5
年

高
度

急
性

期
：

1
5
～
1
6
日
程

度
一

般
急
性

期
：

９
日
程

度
○

病
床
数

：
概

ね
現
状

水
準

○
精

神
医

療
：

2
0
2
5年

に
在

院
日
数

１
割

程
度

減
少



ｃ
⾼
度
・
⻑
期
医
療
へ
の
対
応
（
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
機
能
の
強
化
）
と
給
付
の
重
点
化

・
⻑
期
⾼
額
医
療
の
⾼
額
療
養
費
の
⾒
直
し

（
⻑
期
⾼
額
医
療
へ
の
対
応
、
所
得
区
分
の

⾒
直
し
に
よ
る
負
担
軽
減
等
）
に
よ
る
負
担

軽
減
（
〜
1,
30
0億

円
程
度
）

※
見

直
し
の
内
容
は
，
機
能
強
化
と
重
点
化
の

規
模

に
よ
り

変
動

ｄ
そ
の
他

・
総
合
合
算
制
度
（
番
号
制
度
等
の
情
報
連
携

基
盤
の
導
⼊
が
前
提
）

・
⾼
齢
者
医
療
制
度
の
⾒
直
し
（
⾼
齢
者
医
療

制
度
改
⾰
会
議
の
と
り
ま
と
め
等
を
踏
ま
え
、

⾼
齢
世
代
・
若
年
世
代
に
と
っ
て
公
平
で
納
得

の
い
く
負
担
の
仕
組
み
）

・
低
所
得
者
対
策
・
逆
進
性
対
策
等
の
検
討

○
保
険
者
機
能
の
強
化
を
通
じ
た
医
療
・
介
護
保
険
制
度
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
機
能
の

強
化
・
給
付
の
重
点
化
、
逆
進
性
対
策

・
受
診
時
定
額
負
担
等
（
⾼
額
療
養
費
の
⾒
直
し

に
よ
る
負
担
軽
減
の
規
模
に
応
じ
て
実
施
。

例
え
ば
、
初
診
・
再
診
時
10
0円

の
場
合
、

▲
1,
30
0億

円
）

〜
１
兆
円
弱

程
度

－－ －

総
合
合
算
制
度

〜
０
．
４
兆
円
程
度

・
介
護
納
付
⾦
の
総
報
酬
割
導
⼊

（
完
全
実
施
す
れ
ば
▲
1,
60
0億

円
）

・
軽
度
者
に
対
す
る
機
能
訓
練
等
重
度
化
予
防
に

効
果
の
あ
る
給
付
へ
の
重
点
化

税
制
抜
本
改
⾰
と
と
も

に
、
20
12
年
以
降
速

や
か
に
法
案
提
出

順
次
実
施

総
合
合
算
制
度
：

20
15
年
の
番
号
制
度

以
降
導
⼊

・
後
発
医
薬
品
の
更
な
る
使
⽤
促
進
、
医
薬
品

の
患
者
負
担
の
⾒
直
し
（
医
薬
品
に
対
す
る

患
者
負
担
を
、
市
販
医
薬
品
の
価
格
⽔
準
も

考
慮
し
て
⾒
直
す
）

・
国
保
組
合
の
国
庫
補
助
の
⾒
直
し

・
⾼
齢
者
医
療
費
の
⽀
援
⾦
の
総
報
酬
割
導
⼊

・
70
〜
74
歳
２
割
負
担

Ⅱ 医 療 ・ 介 護 等 ②

充
実
計

（
20
15
年
）

重
点
化
・
効
率
化
計

（
20
15
年
）

１
兆
円
程
度

（
改
⾰
の
内
容
に
よ
り
変
動
）

（
＝
完
全
実
施
の
場
合
▲
1,
60
0億

円
）

3

〜
０
．
５
兆
円
程
度

（
改
⾰
の
内
容
に
よ
り
変
動
）

医
療
・

介
護
②

⼩
計

医
療
・

介
護
計

〜
１
．
６
兆
円
弱

程
度

充
実
計

（
20
15
年
）

重
点
化
・
効
率
化
計

（
20
15
年
）

〜
２
．
４
兆
円
程
度

（
改
⾰
の
内
容
に
よ
り
変
動
）

〜
１
．
２
兆
円
程
度

（
改
⾰
の
内
容
に
よ
り
変
動
）

〜
２
．
３
兆
円

程
度

〜
０
．
３
兆
円
程
度

･･
･被
⽤
者
保
険
の

適
⽤
拡
⼤
、

総
報
酬
割
と

併
せ
て
検
討

〜
０
．
１
兆
円
程
度

･･
･受
診
時
定
額

負
担
等
と

併
せ
て
検
討

ａ
被
⽤
者
保
険
の
適
⽤
拡
⼤
と
国
保
の
財
政
基
盤
の
安
定
化
・
強
化
・
広
域
化

・
短
時
間
労
働
者
に
対
す
る
被
⽤
者
保
険
の
適
⽤
拡
⼤

・
市
町
村
国
保
の
財
政
運
営
の
都
道
府
県
単
位
化

と
併
せ
財
政
基
盤
を
強
化

（
低
所
得
者
保
険
料
軽
減
の
拡
充
等

（
〜
2,
20
0億

円
程
度
）
）

※
 財

政
影
響

は
、
適
用
拡
大
の
範
囲
、
国
保
対

策
の

規
模
に

よ
っ

て
変
動

ｂ
介
護
保
険
の
費
⽤
負
担
の
能
⼒
に
応
じ
た
負
担
の
要
素
強
化
と
低
所
得
者
へ
の
配
慮
、

保
険
給
付
の
重
点
化

・
１
号
保
険
料
の
低
所
得
者
保
険
料
軽
減
強
化

（
〜
1,
30
0億

円
）

※
 財

政
影
響

は
、
機
能
強
化
と
重
点
化
の
規
模

に
よ

り
変
動

所
要
額
（
公
費
）

２
０
１
５
年

充
実

（
⾦
額
は
公
費
（
20
15
年
）
）

重
点
化
・
効
率
化

（
⾦
額
は
公
費
（
20
15
年
）
）

所
要
額
（
公
費
）

２
０
２
５
年

⼯
程

A
B

C
D

E

例
え
ば
雇
用
保
険
並
び
に
ま
で
拡
大

す
る
と
、
約
40
0
万
人



〜
０
．
６
兆
円

程
度

〜
０
．
７
兆
円

程
度

【
現
⾏
制
度
の
改
善
】

○
最
低
保
障
機
能
の
強
化

・
低
所
得
者
へ
の
加
算

・
障
害
基
礎
年
⾦
へ
の
加
算

・
受
給
資
格
期
間
の
短
縮

※
低

所
得
者

・
障
害

基
礎
年

金
へ
の

加
算
に

つ
い

て
は
、

加
算
対

象
者
・

加
算
水

準
・
資

産
調
査

の
有
無

等
に

よ
っ
て

財
政
規

模
が
変

動

※
上

記
金
額

は
、
年

収
6
5
万

円
未
満

(
単

身
の

場
合

)
の
者

等
に
対

し
て
、

月
額

1
.
6
万
円
（

7
万

円
と

老
齢

基
礎

年
金

の
平

均
額

5
.
4
万

円
の

差
）

を
加

算
す

る
等
の

前
提

○
⾼
所
得
者
の
年
⾦
給
付
の
⾒
直
し

低
所
得
者
へ
の
加
算
と
併
せ
て
検
討

な
お
、
公
的
年
⾦
等
控
除
を
縮
減
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
対
応
す
る
こ
と
に
つ
い
て
も
併
せ

て
検
討

※
高

所
得

者
の

年
金
給

付
の
見

直
し
に

つ
い
て

は
、

減
額

対
象

者
に

よ
っ

て
財

政
規

模
が

変
動

※
仮

に
、

年
収

1
,
0
0
0
万

円
以

上
か

ら
減

額
開

始
（

1,
5
0
0
万

円
以

上
は

公
費

負
担

分
を

全
額

減
額

）
と

す
る

と
▲

4
5
0
億

円
程

度
公

費
縮

小

0.
6兆

円
程
度

国
⺠
的
な
合
意
に
向
け

た
議
論
や
環
境
整
備
を

進
め
、
実
現
に
取
り
組

む 税
制
抜
本
改
⾰
と
と
も

に
、
20
12
年
以
降

速
や
か
に
法
案
提
出

順
次
実
施

4

Ⅲ 年 ⾦

（
注
２
）

所
要
額
（
公
費
）

２
０
１
５
年

充
実

（
⾦
額
は
公
費
（
20
15
年
）
）

重
点
化
・
効
率
化

（
⾦
額
は
公
費
（
20
15
年
）
）

所
要
額
（
公
費
）

２
０
２
５
年

⼯
程

A
B

C
D

E

【
新
し
い
年
⾦
制
度
の
創
設
】

「
所
得
⽐
例
年
⾦
」
と
「
最
低
保
障
年
⾦
」
の

組
み
合
わ
せ
か
ら
な
る
⼀
つ
の
公
的
年
⾦
制
度

に
す
べ
て
の
⼈
が
加
⼊
す
る

○
所
得
⽐
例
年
⾦
（
社
会
保
険
⽅
式
）

・
職
種
を
問
わ
ず
全
て
の
⼈
が
同
じ
制
度
に
加
⼊

し
、
所
得
が
同
じ
な
ら
同
じ
保
険
料
、
同
じ
給
付

・
保
険
料
は
15
％
程
度
(⽼
齢
年
⾦
に
係
る
部
分
)

・
納
付
し
た
保
険
料
を
記
録
上
積
み
上
げ
、
仮
想
の

利
回
り
を
付
し
、
そ
の
合
計
額
を
年
⾦
⽀
給
開
始

時
の
平
均
余
命
な
ど
で
割
っ
て
、
毎
年
の
年
⾦
額

を
算
出

○
最
低
保
障
年
⾦
（
税
財
源
）

・
最
低
保
障
年
⾦
の
満
額
は
7万

円
（
現
在
価
額
）

・
⽣
涯
平
均
年
収
ベ
ー
ス
（
＝
保
険
料
納
付
額
）
で

⼀
定
の
収
⼊
レ
ベ
ル
ま
で
全
額
を
給
付
し
、
そ
れ

を
超
え
た
点
よ
り
徐
々
に
減
額
を
⾏
い
、
あ
る

収
⼊
レ
ベ
ル
で
給
付
額
を
ゼ
ロ
と
す
る

・
全
て
の
受
給
者
が
、
所
得
⽐
例
年
⾦
と
最
低
保
障

年
⾦
の
合
算
で
、
概
ね
７
万
円
以
上
の
年
⾦
を

受
給
で
き
る
制
度
と
す
る



●
短
時
間
労
働
者
に
対
す
る
厚
⽣
年
⾦
の

適
⽤
拡
⼤

●
第
３
号
被
保
険
者
制
度
の
⾒
直
し

・
新
し
い
年
⾦
制
度
の
⽅
向
性
（
⼆
分
⼆
乗
）

を
踏
ま
え
つ
つ
、
不
公
平
感
を
解
消
す
る

た
め
の
⽅
策
に
つ
い
て
検
討

●
在
職
⽼
齢
年
⾦
の
⾒
直
し

・
６
０
歳
代
前
半
の
者
に
係
る
調
整
限
度
額
を
、

６
０
歳
代
後
半
の
者
と
同
じ
と
す
る
こ
と
を

検
討

●
産
休
期
間
中
の
保
険
料
負
担
免
除

●
被
⽤
者
年
⾦
の
⼀
元
化

【
業
務
運
営
の
効
率
化
】

業
務
運
営
及
び
シ
ス
テ
ム
の
改
善

○
デ
フ
レ
下
の
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド

・
仮
に
、
特
例
⽔
準
を
3年

間
で
解
消
す
る
と
、
年

⾦
額
が
▲
2.
5％

削
減
さ
れ
、
毎
年
0.
1兆

円
程
度

公
費
縮
⼩

・
そ
の
後
、
仮
に
デ
フ
レ
で
あ
る
年
に
も
▲
0.
9％

の
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
を
す
る
と
、
毎
年

0.
1兆

円
程
度
の
公
費
縮
⼩

※
デ

フ
レ

で
な

い
年

の
マ

ク
ロ

経
済

ス
ラ

イ
ド

の
発

動
に

よ
る

給
付

抑
制

は
、

現
行

制
度

で
織

り
込

み
済
み

○
⽀
給
開
始
年
齢
引
上
げ

・
先
進
諸
国
（
欧
⽶
）
の
平
均
寿
命
・
受
給
開
始

年
齢
を
⼗
分
参
考
に
し
、
⾼
齢
者
雇
⽤
の
確
保

を
図
り
つ
つ
、
68
〜
70
歳
へ
の
さ
ら
な
る
引
上

げ
を
視
野
に
検
討

・
厚
⽣
年
⾦
の
⽀
給
開
始
年
齢
引
上
げ
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル
の
前
倒
し
を
検
討

・
基
礎
年
⾦
の
⽀
給
開
始
年
齢
を
引
き
上
げ
る
場
合
、

１
歳
引
き
上
げ
る
毎
に
、
引
上
げ
年
に
お
い
て

0.
5兆

円
程
度
公
費
縮
⼩

●
標
準
報
酬
上
限
の
引
上
げ

・
健
康
保
険
制
度
を
参
考
に
⾒
直
し
を
検
討

例
え

ば
雇

用
保
険
並
び
に
ま
で
拡
大

す
る

と
、

約
40
0
万
人

（
●
は
公
費
へ
の
影
響
な
し
）

充
実
計

（
20
15
年
）

重
点
化
・
効
率
化
計

（
20
15
年
）

Ⅲ 年 ⾦

（
注
２
）

０
．
６
兆
円
程
度

（
改
⾰
の
内
容
に
よ
り
変
動
）

年
⾦ 計

〜
０
．
６
兆
円

程
度

〜
０
．
７
兆
円

程
度

影
響
額
は
改
⾰
の

内
容
に
よ
り
変
動

所
要
額
（
公
費
）

２
０
１
５
年

充
実

（
⾦
額
は
公
費
（
20
15
年
）
）

重
点
化
・
効
率
化

（
⾦
額
は
公
費
（
20
15
年
）
）

所
要
額
（
公
費
）

２
０
２
５
年

⼯
程

A
B

C
D

E

5

20
15
年
度
の
上
記
の
所
要
額
（
公
費
）
合
計
＝
約
２
．
７
兆
円
程
度

（
充
実
3.
8兆

円
程
度
、
重
点
化
・
効
率
化
〜
▲
1.
2兆

円
程
度
を
⼀
つ
の
⽬
途
）

20
12
年
以
降
速
や
か
に

法
案
提
出 順
次
実
施

※
 
今
後
、
｢現

行
制
度
の

改
善
」
全
体
に
つ
い
て
、

検
討
の
場
と
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

を
明
確
化
し
た
上
で
、

法
案
提
出
に
向
け
て
検
討



○
サ
ー
ビ
ス
基
盤
の
整
備

・
あ
る
べ
き
医
療
・
介
護
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
の
実
現
、
こ
ど
も
園
・
保
育
サ
ー
ビ
ス
・
放
課
後

児
童
ク
ラ
ブ
等
の
サ
ー
ビ
ス
⽬
標
達
成
に
必
要
な
基
盤
整
備

○
医
療
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
推
進
☆

・
国
際
⽔
準
の
臨
床
研
究
中
核
病
院
等
の
創
設

・
⽇
本
発
の
シ
ー
ズ
を
実
⽤
化
に
つ
な
げ
る
た
め
の
実
務
的
な
相
談
⽀
援

・
独
）
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
（
Ｐ
Ｍ
Ｄ
Ａ
）
の
体
制
強
化

・
保
険
償
還
価
格
の
設
定
に
お
け
る
医
療
経
済
的
な
観
点
を
踏
ま
え
た
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
評
価
等

の
さ
ら
な
る
検
討

○
第
２
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
の
構
築

・
求
職
者
⽀
援
制
度
の
創
設

・
求
職
者
⽀
援
制
度
を
は
じ
め
と
し
た
第
２
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
施
策
の
切
れ
⽬
な
い
連
携

・
⽣
活
保
護
受
給
者
等
に
対
す
る
就
労
⽀
援

・
複
合
的
困
難
を
抱
え
る
者
へ
の
伴
⾛
型
⽀
援

・
住
宅
⽀
援
の
仕
組
み
の
検
討

○
⽣
活
保
護
の
⾒
直
し

・
稼
得
能
⼒
を
有
す
る
⽣
活
保
護
受
給
者
向
け
⾃
⽴
・
就
労
⽀
援
メ
ニ
ュ
ー
の
充
実
と
⽀
援
強
化

・
⼦
ど
も
の
貧
困
連
鎖
の
防
⽌

・
不
正
受
給
対
策
の
徹
底

・
客
観
的
デ
ー
タ
に
基
づ
く
⽣
活
保
護
基
準
の
検
討

○
障
害
者
施
策

・
障
が
い
者
制
度
改
⾰
推
進
本
部
に
お
い
て
、
制
度
の
⾕
間
の
な
い
⽀
援
の
提
供
、

障
害
者
の
地
域
移
⾏
や
地
域
⽣
活
の
⽀
援
に
つ
い
て
検
討

○
難
病
対
策

・
⻑
期
⾼
額
医
療
の
⾼
額
療
養
費
の
⾒
直
し
（
再
掲
）
な
ど
難
病
医
療
費
の
⽀
援
の
あ
り
⽅
の
検
討

○
震
災
復
興

・
新
た
な
安
⼼
地
域
モ
デ
ル
の
提
⽰

○
計
画
的
・
集
中
的
基
盤
整
備

○
臨
床
研
究
中
核
病
院
等
：
20
11
年
度
か
ら
３
年
間
で
１
５
か
所
程
度
創
設

○
臨
床
研
究
中
核
病
院
等
に
対
し
、
継
続
的
に
研
究
費
を
重
点
配
分

○
Ｐ
Ｍ
Ｄ
Ａ
の
審
査
体
制
等
の
強
化
：
20
13
年
度
末
ま
で
に
常
勤
数
を

75
1名

に
増
員
（
20
11
年
4⽉

1⽇
現
在
64
8名

）
。
引
き
続
き
、

合
理
化
・
効
率
化
を
図
り
つ
つ
、
さ
ら
な
る
強
化
策
を
検
討

○
先
進
医
療
制
度
の
申
請
・
審
査
⼿
続
き
の
効
率
化
：
20
11
年
度
か
ら
の

実
施
に
向
け
検
討

○
求
職
者
⽀
援
制
度
：
20
11
年
度
創
設

○
引
き
続
き
総
合
的
に
推
進

○
事
業
の
継
続
実
施

○
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
・
伴
⾛
型
の
市
町
村
主
導
の
専
任
機
関
の
設
置

(順
次
設
置
)

○
関
連
制
度
の
改
⾰
と
併
せ
検
討

○
⽣
活
保
護
基
準
：
基
準
部
会
（
20
11
年
４
⽉
開
始
）
に
お
い
て
、

20
12
年
末
ま
で
に
検
証
を
実
施

○
⽣
保
基
準
以
外
：
国
と
地
⽅
の
協
議
の
開
催
（
20
11
年
5⽉

開
始
）

→
必
要
に
応
じ
て
法
案
提
出

○
障
が
い
者
制
度
改
⾰
推
進
本
部
の
検
討
を
踏
ま
え
、
障
害
者
総
合
福
祉
法

（
仮
称
）
の
20
12
年
法
案
提
出

○
引
き
続
き
制
度
横
断
的
に
検
討

○
震
災
復
興
の
検
討
の
中
で
対
応

⼯
程

6

プ
ロ

グ
ラ

ム
参

加
者

数
及

び
就

労
・

増
収

者
の

増
加

(注
１
)費
⽤
試
算
は
、
厚
⽣
労
働
省
の
「
社
会
保
障
制
度
改
⾰
の
⽅
向
性
と
具
体
策
」
(平
成
23
年
５
⽉
12
⽇
)及
び
そ
の
関
連
の
医
療
・
介
護
に
係
る
推
計
等
の
他
、
社
会
保
障
改
⾰
に
関
す
る
集
中
検
討
会
議
で
の
提
案
も
盛
り
込
ん
で
機
械
的
に
試
算
し
た
も
の
。

(注
２
)基
礎
年
⾦
国
庫
負
担
２
分
の
１
財
源
に
つ
い
て
は
、
税
制
抜
本
改
⾰
に
よ
り
措
置
す
る
。
税
制
抜
本
改
⾰
実
施
ま
で
の
各
年
度
分
の
繰
⼊
れ
も
適
切
に
⾏
わ
れ
る
よ
う
、
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
。

(注
３
)雇
⽤
保
険
法
：
雇
⽤
保
険
の
国
庫
負
担
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
検
討
を
⾏
い
、
で
き
る
だ
け
速
や
か
に
、
安
定
し
た
財
源
を
確
保
し
た
上
で
、
国
庫
負
担
に
関
す
る
暫
定
措
置
を
廃
⽌
す
る
。

求
職
者
⽀
援
法
：
法
施
⾏
後
３
年
を
⽬
途
と
し
た
特
定
求
職
者
の
就
職
に
関
す
る
⽀
援
施
策
の
在
り
⽅
に
つ
い
て
の
検
討
を
⾏
う
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
⽀
援
施
策
に
関
す
る
費
⽤
負
担
の
在
り
⽅
に
つ
い
て
速
や
か
に
検
討
す
る
。

Ⅰ 〜 Ⅳ 以 外 の 充 実 、 重 点 化 ・ 効 率 化 項 ⽬Ⅳ 就 労 促 進

○
全
員
参
加
型
社
会
の
実
現
☆

・
ジ
ョ
ブ
・
カ
ー
ド
の
活
⽤
等
に
よ
る
若
者
の

安
定
的
雇
⽤
の
確
保

・
⼥
性
の
就
業
率
の
M
字
カ
ー
ブ
の
解
消

・
超
⾼
齢
社
会
に
適
合
し
た
雇
⽤
法
制
の
検
討
な
ど

年
齢
に
か
か
わ
り
な
く
働
き
続
け
る
こ
と
が

で
き
る
社
会
づ
く
り

・
福
祉
か
ら
就
労
へ
の
移
⾏
等
に
よ
る
障
害
者
の

雇
⽤
促
進

○
デ
ィ
ー
セ
ン
ト
・
ワ
ー
ク
（
働
き
が
い
の
あ
る
⼈
間
ら
し
い
仕
事
）
の
実
現

・
⾮
正
規
労
働
者
の
公
正
な
待
遇
確
保
に
横
断
的
に
取
り
組
む
た
め
の
総
合
的
ビ
ジ
ョ
ン
の
策
定

・
有
期
契
約
労
働
者
の
雇
⽤
の
安
定
や
処
遇
の
改
善
に
向
け
た
法
制
度
の
整
備
の
検
討

・
⻑
時
間
労
働
抑
制
や
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策
に
よ
る
労
働
者
の
健
康
・
安
全
の
確
保

○
雇
⽤
保
険
・
求
職
者
⽀
援
制
度
の
財
源
の
検
討

・
就

業
率

20
0
9年

75
％

→
20
2
0年

8
0％

（
若

者
：

74
％

→
77
％

）
（
女
性

（
2
5
～

4
4
歳
）

：
66
％

→
73
％

）
（

高
齢

者
：

5
7
％

→
63
％

）
・

ジ
ョ

ブ
・

カ
ー

ド
取

得
者

3
0
0
万

人
(
2
0
2
0
年

)
・

障
害

者
の

実
雇

用
率

1
.
8％

(
2
0
20
年

)

○
就
労
促
進
策
の
継
続
的
推
進

○
総
合
的
ビ
ジ
ョ
ン
：
20
11
年
に
策
定

○
法
制
度
整
備
：
20
11
年
度
労
働
政
策
審
議
会
で
結
論
、
所
要
の
⾒
直
し

措
置

○
労
働
安
全
衛
⽣
法
改
正
法
案
に
つ
い
て
、
早
期
国
会
提
出
に
向
け
検
討

○
雇
⽤
保
険
法
、
求
職
者
⽀
援
法
の
規
定
（
注
３
）
を
踏
ま
え
検
討

充
実
、
重
点
化
・
効
率
化



総
合
合
算
制
度

〜
０
．
４
兆
円
程
度

１
．
社
会
保
険
の
適
⽤
拡
⼤

a
短
時
間
労
働
者
に
対
す
る
厚
⽣
年
⾦
の
適
⽤
拡
⼤

b
被
⽤
者
保
険
の
適
⽤
拡
⼤
と
国
保
の
財
政
基
盤
の
安
定
化
・
強
化
・
広
域
化

・
短
時
間
労
働
者
に
対
す
る
被
⽤
者
保
険
の
適
⽤
拡
⼤
（
完
全
実
施
の
場
合
△
1,
60
0億

円
）

２
．
社
会
保
険
制
度
に
お
け
る
低
所
得
者
対
策
の
強
化

a
市
町
村
国
保
の
財
政
運
営
の
都
道
府
県
単
位
化
と
併
せ
財
政
基
盤
を
強
化

（
低
所
得
者
保
険
料
軽
減
の
拡
充
等
（
〜
2,
20
0億

円
程
度
）
）

※
 財

政
影
響
は
、
適
用
拡
大
の
範
囲
、
国
保

対
策

の
規
模

に
よ

っ
て
変

動

b
介
護
保
険
の
費
⽤
負
担
の
能
⼒
に
応
じ
た
負
担
の
要
素
強
化
と
低
所
得
者
へ
の
配
慮
、
保
険
給
付
の
重
点
化

・
１
号
保
険
料
の
低
所
得
者
保
険
料
軽
減
強
化
（
〜
1,
30
0億

円
）

※
 財

政
影
響
は
、
機
能
強
化
と
重
点
化
の
規

模
に

よ
り
変

動

c
⾼
度
・
⻑
期
医
療
へ
の
対
応
（
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
機
能
の
強
化
）
と
給
付
の
重
点
化

・
⻑
期
⾼
額
医
療
の
⾼
額
療
養
費
の
⾒
直
し
（
⻑
期
⾼
額
医
療
へ
の
対
応
、
所
得
区
別
の
⾒
直
し
に
よ
る
負
担
軽
減
等
）
に
よ
る

負
担
軽
減
（
〜
1,
30
0億

円
程
度
）

※
見

直
し
の
内
容
は
，
機
能
強
化
と
重
点
化

の
規

模
に
よ

り
変

動

d
総
合
合
算
制
度
（
番
号
制
度
等
の
情
報
連
携
基
盤
の
導
⼊
が
前
提
）

e
年
⾦
制
度
の
最
低
保
障
機
能
の
強
化

・
低
所
得
者
へ
の
加
算

・
障
害
基
礎
年
⾦
へ
の
加
算

・
受
給
資
格
期
間
の
短
縮

※
低

所
得

者
・
障
害
基
礎
年
金
へ
の
加
算

に
つ

い
て

は
、

加
算

対
象
者

・
加

算
水

準
・

資
産
調

査
の

有
無
等
に
よ
っ
て
財
政
規

模
が

変
動

※
上

記
金
額
は
、
年
収
6
5
万
円
未
満
(
単
身

の
場
合

)
の
者

等
に
対

し
て
、

月
額

1
.
6万

円
（
7
万

円
と

老
齢
基
礎
年
金
の
平
均
額

5
.
4
万
円

の
差
）
を
加
算
す
る
等
の
前
提

３
．
第
２
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
の
構
築

a
求
職
者
⽀
援
制
度
の
創
設
（
費
⽤
負
担
の
在
り
⽅
の
検
討
を
含
む
）

b
複
合
的
困
難
を
抱
え
る
者
へ
の
伴
⾛
型
⽀
援

c
⽣
活
保
護
受
給
者
等
に
対
す
る
就
労
⽀
援

d
住
宅
⽀
援
の
仕
組
み
の
検
討

４
．
最
後
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
で
あ
る
⽣
活
保
護
の
⾒
直
し
（
充
実
、
重
点
化
・
効
率
化
）

・
稼
得
能
⼒
を
有
す
る
⽣
活
保
護
受
給
者
向
け
⾃
⽴
・
就
労
⽀
援
メ
ニ
ュ
ー
の
充
実
と
⽀
援
強
化

・
⼦
ど
も
の
貧
困
連
鎖
の
防
⽌

・
不
正
受
給
対
策
の
徹
底

・
客
観
的
デ
ー
タ
に
基
づ
く
⽣
活
保
護
基
準
の
検
討

所
要
額
（
公
費
）

２
０
１
５
年

充
実

（
⾦
額
は
公
費
（
20
15
年
）
）

A
D

︵ 再 掲 ︶ 貧 困 ・ 格 差 対 策 〜 重 層 的 な セ ー フ テ ィ ネ ッ ト の 構 築 〜

（
0.
6兆

円
程
度
）

〜
０
．
３
兆
円
程
度

･･
･被
⽤
者
保
険
の
適
⽤
拡
⼤
、
総
報
酬
割

と
併
せ
て
検
討

〜
０
．
１
兆
円
程
度

･･
･受
診
時
定
額
負
担
等
と
併
せ
て
検
討

〜
１
．
４
兆
円
程
度

7

〜
０
．
６
兆
円
程
度

･･
･⾼
所
得
者
の
年
⾦
給
付
の
⾒
直
し

と
併
せ
て
検
討



給
付

費
計
12
1.
9兆

円

社
会

保
障

に
係

る
国

・
地

方
公

費
計
47
.4
兆

円


基

礎
年

金


高
齢

者
医

療


介
護

保
険

年
金

・
医

療
・

介
護


高

齢
者

以
外

の
医

療
給

付
に
係

る
費

用
等

子
ど

も
・

子
育

て


保

育
サ

ー
ビ
ス


現

金
給

付
等

※
 消

費
税

収
（
国

・
地

方
）
の

使
途

は
、

現
在

は
国

分
が

予
算

総
則

上
高

齢
者

三
経

費
に

充
て

ら
れ

て
い

る
が

、
今

後
は

、
高

齢
者

三
経

費
を

基
本

と
し

つ
つ

、
そ

の
全

額
を

「
制

度
と

し
て

確
立

さ
れ

た
年

金
、

医
療

及
び

介
護

の
社

会
保

障
給

付
並

び
に

少
子

化
に

対
処

す
る

た
め

の
施

策
に

要
す

る
費

用
」
（
「社

会
保
障
４
経
費

」
、

平
成

2
1
年

度
税

制
改

正
法

附
則

1
0
4
条

）
に

拡
充

。
本

経
費

は
2
0
1
1
年

度
予

算
ベ

ー
ス

で
は

3
2
.0

兆
円

。
※

 給
付

費
に

は
、

別
紙

１
「
社

会
保

障
改

革
の

具
体

策
、

工
程

及
び

費
用

試
算

」
に

お
け

る
「
Ⅱ

 医
療

・
介

護
等

②
「
保

険
者

機
能

の
強

化
を

通
じ

た
医

療
・
介

護
保

険
制

度
の

セ
ー

フ
テ

ィ
ネ

ッ
ト
機

能
の

強
化

・
給

付
の

重
点

化
、

逆
進

性
対

策
」
」
（
所

要
額

（
公

費
）

～
1
兆

円
弱

程
度

）
及

び
「
Ⅲ

 年
金

」
（
所

要
額

（
公

費
）

～
0
.6

兆
円

程
度

）
に

か
か

る
費

用
は

含
ま

れ
て

い
な

い
。

年
金

・
医

療
・
介

護
・
子

ど
も
・
子

育
て

計
42
.0
兆

円

（
高

齢
者

三
経

費
）

改
革

後
の

社
会

保
障

給
付

の
全

体
像

（
2
0
1
5
年

度
ベ
ー
ス
）

【
改
革
案
】

重
点

化
・
効

率
化

対
策


雇

用
保

険
、
求

職
者

支
援


若

年
者

就
労

促
進

等


提

供
体

制
の

機
能

強
化


保

険
制

度
の

機
能

強
化

医
療

・
介
護


国
庫
負
担
２
分
の
１


最

低
保

障
機

能
強

化

年
金


こ
ど
も
園
、
保
育
サ
ー
ビ
ス
等
の
量
的
拡
大


保

育
の

質
の

改
善

子
ど
も
・
子

育
て


医
療
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
効
率
化

（
在

院
日

数
の

減
少

等
）


保

険
給

付
の

重
点

化
等


住

宅
支

援
、
伴

走
型

支
援


医
療
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン

【
改
革
後
】

別
紙
２



社
会

保
障

給
付

費
（
※
）

20
11

年
度

（
予

算
ベ
ー
ス
）

10
7.

8兆
円

（
対

Ｇ
Ｄ
Ｐ
比

22
.3

%
）

※
社

会
保

障
給

付
の

財
源

と
し

て
は

こ
の

他
に

資
産

収
入

な
ど

が
あ

る
。

保
険
料

59
.6
兆
円
（
60

%
）

税
39

.4
兆
円
（
40

%
）

う
ち
被

保
険

者
拠

出
31

.8
兆
円
（
32

%
）

う
ち
事

業
主

拠
出

27
.8
兆

円
（
28

%
）

う
ち
国

29
.3
兆
円
（
30

%
）

う
ち
地

方
10

.1
兆
円

（
10

%
）

国
（
一

般
会

計
）

社
会

保
障

関
係

費
等

※
20

11
年
度
予
算

社
会
保
障
関
係
費

28
.7
兆
円
（
一
般
歳
出
の

53
.1

%
を
占
め
る
）

積 立 金 の 運 用 収 入 等

各
制
度
に
お
け
る

保
険

料
負

担
都
道
府
県

市
町
村

（
一

般
財

源
）

年
金

53
.6
兆
円
（
50

%
）

《
対

Ｇ
Ｄ
Ｐ
比

11
.1

%
》

医
療

33
.6
兆
円
（
31

%
）

《
対

Ｇ
Ｄ
Ｐ
比

6.
9%

》

【
負

担
】

社
会

保
障

の
給

付
と
負

担
の

現
状

（
2
0
1
1
年

度
予

算
ベ
ー
ス
）

【
給

付
】

社
会
保
障
給
付
費

福
祉
そ
の
他

20
.6
兆
円
（
19

%
）

《
対

Ｇ
Ｄ
Ｐ
比

4.
3%

》

う
ち
介

護
7.

9兆
円
（
7%

）
《
対

Ｇ
Ｄ
Ｐ
比

1.
6%

》



平
成

2
1
年

度
税

制
改

正
法

附
則

1
0
4
条

「
消
費
課
税
に
つ
い
て
は
、
そ
の
負
担
が
確
実

に
国

民
に
還

元
さ
れ

る
こ
と
を
明

ら
か

に
す
る

観
点

か
ら
、
消

費
税

の
全

額
が

制
度

と
し
て
確

立
さ
れ

た
年

金
、
医

療
及

び
介

護
の

社
会

保
障

給
付
並
び
に
少
子
化
に
対
処
す
る
た
め
の
施

策
に
要

す
る
費

用
に
充

て
ら
れ

る
こ
と
が

予
算

及
び
決

算
に
お
い
て
明

確
化

さ
れ

る
こ
と
を
前

提
に
、
消
費
税
の
税
率
を
検
討
す
る
」

国
分

7.
2兆

円

高
齢

者
３
経

費
（
国
分
）

1
7
.2
兆

円

消
費
税
収

（
国
・
地
方
）

1
2
.8
兆

円

社
会
保
障
の
安
定
財
源
確
保
の
基
本
的
枠
組
み

1
0
.0
兆

円

地
方

分

5.
6兆

円

予
算

総
則

上
、
消

費
税

の
収

入
（
国

分
）
は

高
齢

者
3
経

費
（
基

礎
年

金
、

高
齢

者
医

療
、
介

護
保

険
）
に
充

て
る
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
。

充
当

⇒
「
高

齢
者

３
経

費
」
を
基

本
と
し
つ
つ
、
今

後
は

、
そ
の

全
額

の
使

途
を
「
制

度
と
し
て
確

立
さ
れ

た
年

金
、
医

療
及

び
介

護
の

社
会

保
障

給
付

並
び

に
少

子
化

に
対

処
す
る
た
め
の

施
策

に
要

す
る

費
用

」
に
拡

充
す
る
こ
と
が

、
消

費
税

率
の

検
討

の
前
提
。

（
注

）
計

数
は
2
0
1
1
年

度
（当

初
予
算

ベ
ー
ス
）
。

別
紙

３

1



（
注

１
）
消

費
税

収
（
国

・
地

方
）
を
充

当
す

る
社

会
保

障
給

付
の
具

体
的

範
囲

（
2
0
1
5
年

度
時

点
）
は
、
高

齢
者

3
経

費
を
基

本
と
し
つ

つ
、
今

後
検

討
。
当

該
範
囲
に
お
け
る
社
会
保
障
給
付
に
お

け
る
国

・
地

方
の
役

割
分

担
に
応

じ
、
消

費
税

収
を
国

・
地

方
に
配

分
。

（
注

２
）
社

会
保

障
4
経

費
と
は
、
社

会
保

障
給

付
公

費
負

担
の
う
ち
「
制

度
と
し
て
確

立
さ
れ
た
年

金
、
医

療
及

び
介

護
の
社

会
保

障
給

付
並

び
に
少

子
化

に
対

処
す

る
た
め
の
施

策
に
要

す
る
費

用
」
（
平

成
2
1
年

度
税

制
改

正
法

附
則

1
0
4
条

）
を
い
う
。
所

要
額

は
厚

生
労

働
省

に
よ
る
推

計
（
2
0
1
1
年

5
月

時
点

）
。

（
注

３
）
2
0
1
5
年

度
の
消

費
税

収
は
、
内

閣
府

「
経

済
財

政
の
中

長
期

試
算

」
（
平

成
2
3
年

１
月
）
に
基

づ
く
推

計
（
年

央
に
改

訂
）
。

う
ち

高
齢

者
３
経

費

2
2
.1
兆

円

3
2
.0
兆

円

消
費
税
収

（
国
・
地
方
）

1
2
.8
兆

円

3
7
.0
兆

円

社
会
保
障
給
付
と
消
費
税
収
（
国
・
地
方
）
の
対
応
関
係

（
２
０
１
１
年
度
）

消
費
税
収

（
国
・
地
方
）

1
3
.5
兆

円

9
.3
兆

円
（
４
％

相
当

）

1
2
.8
兆

円
（
５
％

弱
相

当
）

う
ち 高
齢

者
３
経

費

2
6
.3
兆

円

社
会
保
障

4経
費

（
国
・
地
方
）

（
２
０
１
５
年
度
）

現
状
ベ
ー
ス

改
革
後
ベ
ー
ス 消

費
税
収

（
国
・
地
方
）

う
ち 高
齢

者
３
経

費
５
％

制
度
改
革
に
伴
う
増
及
び

消
費

税
引

上
げ
に
伴

う
社

会
保
障
支
出

の
増

社
会
保
障

4経
費

（
国
・
地
方
）

社
会
保
障

4経
費

（
国
・
地
方
）

現
行

５
%

2



社
会
保
障
改
革
の
安
定
財
源
の
確
保

機
能

強
化

３
％

相
当

・
制

度
改

革
に
伴

う
増

１
％

相
当

・
高

齢
化

等
に
伴

う
増

１
％

相
当

・
年

金
2
分

の
1
（
安

定
財

源
）
１
％

相
当

機
能

維
持

１
％

相
当

消
費

税
引

上
げ
に
伴

う
社
会
保
障

支
出

等
の

増
１
％

相
当

5％
相

当
の

安
定

財
源

の
確

保
※

税
制
抜
本
改
革
実
施
ま
で
の
２
分
の
１
財
源

消
費

税
収

（
国

・
地

方
）

う
ち 高
齢
者
３
経
費

社
会

保
障

4経
費

（
国

・
地

方
）

（
20

15
年
度
）

改
革
後
ベ
ー
ス

５
％

５
％

（
注

２
）
高

齢
化

等
に
伴

う
増

は
、
い
わ
ゆ
る
自

然
増

の
う
ち
経
済
成
長
に
よ
る
伸
び
を
超
え
る
増
加
の
こ
と
で
あ
る
。

（
注
１
）
消
費
税
引
上
げ
に
伴
う
社
会
保
障
支
出
等
の
増

に
は
、
消
費
税
を
引
き
上
げ
た
場
合
に
増
加
す
る
国
・
地
方
の
物
資
調
達
に
か
か
る
支
出
も
含
ま
れ
る
。
所

要
額
は
、
財
務
省
推
計
（
2
0
1
1
年
5
月
時
点
）
で
あ
り
、

今
後
各
年
度
の
予
算
編
成
過
程
に
お
い
て
精
査
が
必
要
。

（
注
３
）
機
能
強
化
の
額
は
、
厚
労
省
に
よ
る
推
計
（
2
0
1
1
年
5
月
時
点
）
。
機
能
強
化
の
具
体
的
な
内
容
は
、
別
紙
１
の
と
お
り
。

制
度
改
革
に
伴
う

増
及
び
消
費
税
引

上
げ
に
伴

う
社

会
保
障
支
出

の
増

3



（
注
２
）
消
費
税
収
（
国
・
地
方
）
を
充
当
す
る
社
会
保
障
給
付
の
具
体
的
範
囲
（
2
0
1
5
年
度
時
点
）
は
、
高
齢
者
3
経
費
を
基
本
と
し
つ
つ
、
今
後
検
討
。
当
該
範
囲
に
お
け
る
社
会
保
障
給
付
に
お
け
る
国
・
地
方
の
役
割
分
担

に
応
じ
、
消
費
税
収
を
国
・
地
方
に
配
分
。

機
能
強
化

3％
相
当

・
制

度
改

革
に
伴

う
増

・
高

齢
化

等
に
伴

う
増

・
年

金
2分

の
1 （

安
定
財
源
）

う
ち
高
齢
者
３
経
費

基
礎
的
財
政
収
支

（
Ｐ
Ｂ
）
対

象
経

費
（
国
・
地
方
）

税
収
・
税
外
収
入

（
国

・
地
方
）

社
会
保
障
給
付
費

公
費
負
担

（
国
・
地
方
）

消
費
税
収

（
国
・
地
方
）

年
金

２
分

の
１
（
臨

時
財

源
）

消
費
税
収

（
国
・
地
方
）

機
能
維
持

1 
％
相
当

制
度

改
革

に
伴

う
増

１
％

相
当

Ｐ
Ｂ
赤

字
（
国

・
地

方
）

う
ち
高
齢
者
３
経
費

消
費

税
引

上
げ
に
伴

う
社

会
保

障
支

出
等

の
増

基
礎
的
財
政
収
支

（
Ｐ
Ｂ
）
対

象
経

費
(国

・
地

方
)

税
収
・
税
外
収
入

（
国
・
地
方
）

Ｐ
Ｂ
赤

字
（
国
・
地
方
）
（
対

G
D

P
比
）
改
善

＝
財
政
健
全
化
目
標
と
の
整
合
性

社
会
保
障
給
付
費

公
費
負
担

（
国
・
地
方
）

（
20

15
年
度
）

（
20

15
年
度
）

社
会
保
障
改
革
の
安
定
財
源
確
保
と
財
政
健
全
化
の
同
時
達
成

そ
の
他
歳
出
に
係
る

Ｐ
Ｂ
赤

字

消
費

税
引

上
げ
に
伴

う
社
会
保
障
支
出
等
の
増

1 
％
相
当

高
齢

化
等

に
伴

う
増

１
％

相
当

内 閣 府 試 算 （ 23 年 1 月 ） か

ら の Ｐ Ｂ 改 善 （ 国 ・ 地 方 ）

制
度

改
革

に
伴

う
増

１
％

相
当

改 革 に 伴 う 新 規 歳 出 増 に

見 合 っ た 安 定 財 源 の 確 保

２
％

３
％

年
金

2
分
の

1
１
％
相
当

１
％

相
当

現
状
ベ
ー
ス

改
革
後
ベ
ー
ス

※
税
制
抜
本
改
革
実
施
ま
で
の
２
分
の
１
財
源

20
11

年
度

か
ら

の
自
然
増

高
齢

化
等

に
伴

う
増

１
％

相
当

そ
の
他
歳
出
に
係
る

Ｐ
Ｂ
赤

字

（
注
１
）
「
財
政
運
営
戦
略
」
（
平
成
2
2
年
6
月
2
2
日
閣
議
決
定
）
に
お
け
る
財
政
健
全
化
目
標
に
お
い
て
、
国
・
地
方
及
び
国
の
基
礎
的
財
政
収
支
赤
字
の
対

G
D
P
比

を
、
2
0
1
5
年

度
ま
で
に
2
0
1
0
年

度
の
水

準
か
ら
半

減
し
、

2
0
2
0
年
度
ま
で
に
黒
字
化
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
内
閣
府
試
算
（
平
成
2
3
年
1
月
）
の
2
0
1
5
年
度
の
試
算
結
果
か
ら
は
、
消
費
税
率
換
算
で
約
3
％
の
P
B
（
国
・
地
方
）
の
改
善
が
必
要
。

（
注
３
）
改
革
後
ベ
ー
ス
に
お
け
る
「
高
齢
化
等
に
伴
う
増
」
は
、
い
わ
ゆ
る
自
然
増
の
う
ち
経
済
成
長
に
よ
る
伸
び
（
「
機
能
維
持
」
に
含
ま
れ
る
）
を
超
え
る
増
加
の
こ
と
で
あ
る
。

4



消
費
税
収
（
国
･
地
方
）
の
社
会
保
障
財
源
化
・
区
分
経
理
の
イ
メ
ー
ジ

（
参
考
）

歳
出

歳
入

＜
現

状
の

イ
メ
ー
ジ

＞

歳
出

歳
入

＜
将

来
の

イ
メ
ー
ジ
＞

社
会
保
障
給
付

公
費
負
担

（
国

・
地

方
）

基 礎 的 財 政 収 支 対 象 経 費 （ 国 ・ 地 方 ）

社
会

保
障

給
付

公
費

負
担

（
国

・
地

方
）

PB
赤

字
（
国

・
地

方
）

そ
の

他
の

歳
出

消
費
税
収

（
国

・
地

方
）

そ
の

他
の

税
収
等

そ
の

他
の

歳
出

税
収

等

そ
の

他
の

税
収

の
確

保
や
歳
出
削
減
に
よ
り

P
B

赤
字

（
国

・
地

方
）
解

消

消
費
税

収
（
国

）

将
来

的
に
は

、
社

会
保

障
給
付
に
か
か
る
公
費
全
体

に
つ
い
て
、
消
費
税
収

（
国

・
地

方
）
を
主

た
る
財

源
と
し
て
安

定
財

源
を
確

保
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
社

会
保
障
制
度
の
一
層
の
安

定
・
強

化
に
つ
な
げ
て
い
く
。 5



社
会
保
障
改
⾰
の
主
な
項
⽬

社
会
保
障
改
⾰
の
主
な
項
⽬

Ⅰ
子

ど
も
・
子

育
て

○
子

ど
も
・
子

育
て
新
シ
ス
テ
ム
の
制
度
実

施
に
伴

い
、
保

育
等

の
量

的
拡

充
や

幼
保

一
体

化
な
ど
の

機
能

強
化

を
図
る
。

・
待

機
児

童
の

解
消

、
質

の
高

い
学

校
教

育
・
保

育
の

実
現

、
放

課
後

児
童

ク
ラ
ブ
の

拡
充

、
社

会
的

養
護

の
充

実
・

保
育

等
へ

の
多

様
な
事

業
主

体
の

参
入

促
進

、
既

存
施

設
の

有
効

活
用

、
実

施
体

制
の

一
元

化

Ⅱ
医

療
・
介

護
等

○
サ

ー
ビ
ス
の

提
供

体
制

の
効

率
化

・
重

点
化

と
機

能
強

化
を
図

る
。
そ
の

た
め
、
診

療
報

酬
・
介

護
報

酬
の

体
系

的
見

直
し
と
基

盤
整

備
の

た
め
の

一
括

的
な
法

整
備

を
行

う
。

・
病

院
・
病

床
機

能
の

分
化

・
強

化
と
連

携
、
在

宅
医

療
の

充
実

等
、
地

域
包

括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の

構
築

・
ケ
ア
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
の

機
能

強
化

・
居

住
系

サ
ー
ビ
ス
の

充
実

、
施

設
の

ユ
ニ
ッ
ト
化

、
重

点
化

に
伴

う
マ
ン
パ

ワ
ー
の

増
強

・
平

均
在

院
日

数
の

減
少

、
外

来
受

診
の

適
正

化
、
ＩＣ

Ｔ
活

用
に
よ
る
重

複
受

診
・
重

複
検

査
・
過

剰
薬

剤
投

与
等

の
削

減
、
介

護
予

防
・
重

度
化

予
防

○
保

険
者

機
能

の
強

化
を
通

じ
て
、
医

療
・
介

護
保

険
制

度
の

セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
機

能
の

強
化

・
給

付
の

重
点

化
な

ど
を
図
る
。

a)
被

用
者

保
険

の
適

用
拡

大
と
国

保
の

財
政

基
盤

の
安

定
化

・
強

化
・
広

域
化

・
短

時
間

労
働

者
に
対

す
る
被

用
者

保
険

の
適

用
拡

大
、
市

町
村

国
保

の
財

政
運

営
の

都
道

府
県

単
位

化
と
併

せ
財
政
基
盤
を
強
化

b)
介

護
保

険
の

費
用

負
担

の
能

力
に
応

じ
た
負

担
の

要
素

強
化

と
低

所
得

者
へ

の
配

慮
、
保

険
給

付
の

重
点

化
・

１
号

保
険

料
の

低
所

得
者

保
険

料
軽

減
強

化
・

介
護

納
付

金
の

総
報

酬
割

導
入

、
重

度
化

予
防

に
効

果
の

あ
る
給

付
へ

の
重

点
化

c)
高

度
・
長

期
医

療
へ

の
対

応
（
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
機

能
の

強
化

）
と
給

付
の

重
点

化
・

高
額

療
養

費
の

見
直

し
に
よ
る
負

担
軽

減
と
、
そ
の

規
模

に
応

じ
た
受

診
時

定
額

負
担

等
の

併
せ

た
検

討
d)

そ
の

他
・

総
合

合
算

制
度

、
高

齢
者

医
療

制
度

の
見

直
し
、
低

所
得

者
対

策
・
逆

進
性

対
策

等
の

検
討

・
後

発
医

薬
品

の
更

な
る
使

用
促

進
、
医

薬
品

の
患

者
負

担
の

見
直

し
、
国

保
組

合
の

国
庫

補
助

の
見

直
し
、
高

齢
者
医
療
費
支
援
金
の
総
報
酬
割
導
入

、
70

～
74

歳
2割

負
担

所
要

額
（
公

費
）
2
0
1
5
年

０
．
７
兆
円

※
税
制

抜
本

改
革
以

外
の

財
源
も
含

め
て

１
兆
円
超

程
度

の
措
置

を
今

後
検
討

所
要

額
（
公

費
）
2
0
1
5
年

～
０
．
６
兆
円
程
度

所
要

額
（
公

費
）
2
0
1
5
年

～
１
兆
円
弱
程
度

参
考

資
料

１
【
税

調
提

出
資

料
】



Ⅲ
年

金
○

国
民

的
な
合

意
に
向

け
た
議

論
や

環
境

整
備

を
進

め
、
「
新

し
い
年

金
制

度
の

創
設

」
実

現
に
取

り
組

む
。

・
所

得
比
例
年
金

(社
会
保
険
方
式

)、
最

低
保

障
年

金
（
税

財
源

）
○

年
金

改
革

の
目

指
す
べ

き
方

向
性

に
沿

っ
て
、
現

行
制

度
の

改
善

を
図

る
。

・
最

低
保

障
機

能
の

強
化

＋
高

所
得

者
の

年
金

給
付

の
見

直
し

・
短

時
間

労
働

者
に
対

す
る
厚

生
年

金
の

適
用

拡
大

、
第

３
号

被
保

険
者

制
度

の
見

直
し
、
在

職
老

齢
年

金
の

見
直

し
、
産

休
期

間
中

の
保

険
料

負
担

免
除

、
被

用
者

年
金

の
一

元
化

・
デ
フ
レ
下

の
マ
ク
ロ
経

済
ス
ラ
イ
ド
、
支

給
開

始
年

齢
の

引
上

げ
、
標

準
報

酬
上

限
の

引
上

げ
○

業
務

運
営

の
効

率
化

を
図

る
（
業

務
運

営
及

び
シ
ス
テ
ム
の

改
善

）
。

Ⅳ
就

労
促

進
○

全
員

参
加

型
社

会
の

実
現

の
た
め
に
、
若

者
の

安
定

的
雇

用
の

確
保

、
女

性
の

就
業

率
の

M
字

カ
ー
ブ
の

解
消

、
年

齢
に
か

か
わ

り
な
く
働

き
続

け
る
こ
と
が

で
き
る
社

会
づ
く
り
、
障

害
者

の
雇

用
促

進
に
取

り
組

む
。

○
デ
ィ
ー
セ
ン
ト
・
ワ
ー
ク
（
働

き
が

い
の

あ
る
人

間
ら
し
い
仕

事
）
の

実
現

を
図

る
。

○
雇

用
保

険
・
求

職
者

支
援

制
度

の
財

源
に
つ
い
て
、
関

係
法

の
規

定
を
踏

ま
え
検

討
す
る
。

Ⅴ
Ⅰ

～
Ⅳ

以
外

の
充

実
、
重

点
化

・
効

率
化

・
サ

ー
ビ
ス
基

盤
の

整
備

、
医

療
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の

推
進

、
第

２
の

セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
の

構
築

、
生

活
保

護
の

見
直

し

（
充

実
、
重

点
化

・
効

率
化

）
、
障

害
者

施
策

・
難

病
対

策
の

検
討

、
震

災
復

興
に
お
け
る
新

た
な
安

心
地

域
モ
デ
ル

の
提

示

所
要

額
（
公

費
）
2
0
1
5
年

～
０
．
６
兆
円
程
度

20
15
年
度
の
上
記
の
所
要
額
（
公
費
）
合
計
＝
約
２
．
７
兆
円
程
度



0

社
会

保
障

財
源

の
確

保
と

税
制

抜
本

改
革

に
関

す
る

こ
れ

ま
で

の
議

論
の

整
理

社
会

保
障

改
革

担
当

室

参
考

資
料

２
【
成

案
決

定
会

合
提

出
資

料
】



1

社
会

保
障

改
革

の
推

進
に

つ
い

て
（
抜

粋
）

（
平

成
2
2
年

1
2
月

1
0
日

政
府

・
与

党
本

部
決

定
・
平

成
2
2
年

1
2
月

1
4
日

閣
議

決
定

）

１
．

社
会

保
障

改
革

に
係

る
基

本
方

針

○
少

子
高

齢
化

が
進

む
中

、
国

民
の

安
心

を
実

現
す

る
た

め
に

は
、

「
社

会
保

障
の

機
能

強
化

」

と
そ

れ
を

支
え

る
「
財

政
の

健
全

化
」
を

同
時

に
達

成
す

る
こ

と
が

不
可

欠
で

あ
り

、
そ

れ
が

国

民
生

活
の

安
定

や
雇

用
・
消

費
の

拡
大

を
通

じ
て

、
経

済
成

長
に

つ
な

が
っ

て
い

く
。

○
こ

の
た

め
の

改
革

の
基

本
的

方
向

に
つ

い
て

は
、

民
主

党
「
税

と
社

会
保

障
の

抜
本

改
革

調

査
会

中
間

整
理

」
や

、
「
社

会
保

障
改

革
に

関
す

る
有

識
者

検
討

会
報

告
～

安
心

と
活

力
へ

の

社
会

保
障

ビ
ジ

ョ
ン

～
」
に

お
い

て
示

さ
れ

て
い

る
。

○
政

府
・
与

党
に

お
い

て
は

、
そ

れ
ら

の
内

容
を

尊
重

し
、

社
会

保
障

の
安

定
・
強

化
の

た
め

の

具
体

的
な

制
度

改
革

案
と

そ
の

必
要

財
源

を
明

ら
か

に
す

る
と

と
も

に
、

必
要

財
源

の
安

定
的

確
保

と
財

政
健

全
化

を
同

時
に

達
成

す
る

た
め

の
税

制
改

革
に

つ
い

て
一

体
的

に
検

討
を

進

め
、

そ
の

実
現

に
向

け
た

工
程

表
と

あ
わ

せ
、

２
３

年
半

ば
ま

で
に

成
案

を
得

、
国

民
的

な
合

意

を
得

た
上

で
そ

の
実

現
を

図
る

。



2

平
成

2
3
年

度
税

制
改

正
大

綱
（
抜

粋
）

（
平

成
22

年
12

月
16

日
閣

議
決

定
）

12
月

10
日

に
本

部
決

定
さ

れ
、

同
14

日
に

閣
議

決
定

さ
れ

た
「
社

会
保

障
改

革
の

推
進

に
つ

い
て

」

で
は

、
今

後
の

社
会

保
障

改
革

に
つ

い
て

、
民

主
党

「
税

と
社

会
保

障
の

抜
本

改
革

調
査

会
中

間
整

理
」
や

「
社

会
保

障
改

革
に

関
す

る
有

識
者

検
討

会
報

告
～

安
心

と
活

力
へ

の
社

会
保

障
ビ

ジ
ョ

ン

～
」
に

示
さ

れ
た

内
容

を
尊

重
し

、
社

会
保

障
の

安
定

・
強

化
の

た
め

の
具

体
的

な
制

度
改

革
案

と
そ

の
必

要
財

源
の

安
定

的
確

保
と

財
政

健
全

化
を

同
時

に
達

成
す

る
た

め
の

税
制

改
革

に
つ

い
て

一

体
的

に
検

討
を

進
め

、
そ

の
実

現
に

向
け

た
工

程
表

と
あ

わ
せ

、
平

成
23

年
半

ば
ま

で
に

成
案

を
得

、

国
民

的
な

合
意

を
得

た
上

で
そ

の
実

現
を

図
る

こ
と

が
決

定
さ

れ
ま

し
た

。

今
後

、
税

制
調

査
会

で
は

、
こ

の
決

定
を

踏
ま

え
た

政
府

・
与

党
内

の
検

討
と

緊
密

に
連

携
し

な
が

ら
、

早
急

に
税

制
抜

本
改

革
の

具
体

的
内

容
に

つ
い

て
検

討
を

行
っ

て
い

き
ま

す
。



3

【
税

と
社

会
保

障
の

抜
本

改
革

調
査

会
「
中

間
整

理
」
】

○
社
会
保
障
の
財
源
は
、
税
制
全
体
で
「
所
得
・
消
費
・
資
産
」
の
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
改
革
を
行
う
中
で
確
保

し
て
い
く
。
社
会
保
障
全
体
の
財
源
は
税
制
全
体
で
確
保
し
て
い
く
が
、
そ
の
中
で
も
「
国
民
全
体
で
広
く
薄
く

負
担
す
る
」
「
安
定
し
た
税
収
」
と
い
う
特
徴
を
有
す
る
消
費
税
は
非
常
に
重
要
で
あ
る
。

○
国
民
の
理
解
と
納
得
を
得
る
た
め
に
も
、
消
費
税
を
社
会
保
障
の
目
的
税
と
す
る
こ
と
を
法
律
上
も
、
会
計
上

も
明

確
に
す

る
。
そ
の
際
の
「
社
会
保
障
」
と
す
る
給
付
費
の
範
囲
は
、
ま
ず

は
高

齢
者

3
経

費
を
基

本
と
し
つ

つ
、
現
役
世
代
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
の
安
定
・
強
化
に
つ
い
て
ど
こ
ま
で
対
象
と
す
る
こ
と
が
適
当
か
、
検
討
を

行
っ
て
い
く
。

○
将
来
的
に
は
「
社
会
保
障
」
全
体
に
つ
い
て
安
定
財
源
を
確
保
す
る
こ
と
に
よ
り
、
制
度
の
一
層
の
安
定
・
強

化
に
つ
な
げ
て
い
く
。

社
会

保
障

給
付

と
消

費
税

収
の

対
応

関
係

①
（
使

途
の

明
確

化
・
区

分
経

理
）



4

【
社

会
保

障
改

革
に

関
す

る
有

識
者

検
討

会
報

告
】

○
社

会
保
障
を
支
え
る
税
財
源
の
あ
り
方
を
全
体
と
し
て
見
た
と
き
に
、
消
費
税
の
基
幹
性
も
ま
た
明
白
で
あ
る
。

現
役
世
代
の
人
口
が
減
少
し
、
な
お
か
つ
雇
用
の
流
動
化
・
不
安
定
化
が
進
行
す
る
。
社
会
保
障
制
度
の
基

軸
で
あ
る
社
会
保
険
に
つ
い
て
は
、
保
険
料
の
主
な
負
担
者
は
現
役
世
代
で
あ
る
が
、
貧
困
や
格
差
の
拡
大

の
な
か
で
、
保
険
料
負
担
の
逆
進
性
も
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
保
険
料
負
担
を
補
完
し
、
ま
た
現
役
世
代
を
支

援
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
強
め
る
財
源
は
、
特
定
の
世
代
に
負
担
が
偏
ら
ず
広
く
薄
く
全
世
代
が
負
担
す
る
財
源
で

あ
る
こ
と
が
求

め
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
景
気
変
動
に
よ
っ
て
税
収
が
左
右
さ
れ
に
く
い
安

定
財

源
で
あ
る
こ
と
、
で

き
る
限
り
経
済
に
対
し
て
中
立
的
な
負
担
で
あ
る
こ
と
も
求
め
ら
れ
る
。
以
上
の
点
を
総
合
す
る
と
、
上
述
の
と
お

り
所
得
・
資
産
課
税
の
重
要
性
を
ふ
ま
え
つ
つ
も
、
社
会
保
障
を
支
え
る
税
財
源
と
し
て
は
、
消
費
税
を
基
本

に
考

え
て
い
く
べ

き
で
あ
る
。

○
平

成
2
1
年
度
税
制
改
正
法
附
則
1
0
4
条
に
お
い
て
は
、
「
消
費
税
の
全
額
が
制
度
と
し
て
確
立
さ
れ
た
年
金
、

医
療
お
よ
び
介
護
の
社
会
保
障
給
付
並
び
に
少
子
化
に
対
処
す
る
た
め
の
施
策
に
要
す
る
費
用
に
充
て
ら

れ
る
こ
と
」
が
決
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
税
制
改
正
法
に
先
立
っ
て
閣
議
決
定
さ
れ
た
「
持
続
可
能
な
社

会
保
障
構
築
と
そ
の
安
定
財
源
確
保
に
向
け
た
「
中
期
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
」
に
お
い
て
も
、
「
消
費
税
収
は
全
て
国

民
に
還
元
し
、
官
の
肥
大
化
に
は
使
わ
な
い
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。
政
府
は
、
こ
の
考
え
方
を
発
展
さ
せ
、
消

費
税
を
社
会
保
障
目
的
税
と
す
る
こ
と
も
含
め
、
区
分
経
理
を
徹
底
す
る
な
ど
、
消
費
税
の
使
途
を
明
確
化
す

る
べ

き
で
あ
る
。

○
将
来
的
に
は
、
社
会
保
障
給
付
に
か
か
る
公
費
全
体
に
つ
い
て
、
消
費
税
を
主
た
る
財
源
と
し
て
安
定
財

源
を
確

保
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
社

会
保

障
制

度
を
よ
り
一

層
安

定
さ
せ

る
方

向
を
目

指
す

こ
と
が
求

め
ら
れ
る
。

社
会

保
障

給
付

と
消

費
税

収
の

対
応

関
係

②
（
使

途
の

明
確

化
・
区

分
経

理
）



5

【
税

と
社

会
保

障
の

抜
本

改
革

調
査

会
「
中

間
整

理
」
】

○
現
在
の
社
会
保
障
の
財
源
の
多
く
は
赤
字
国
債
、
す
な
わ
ち
将
来
世
代
の
負
担
で
賄
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
現
状
は
、
危
機
的
と
も
い
え
る
国
の
財
政
の
面
か
ら
も
こ
れ
以
上
放
置
し
て
お
く
こ
と
は
で
き
ず
、
「
現
在
の

世
代
が
受
け
る
社
会
保
障
は
、
現
在
の
世
代
で
負
担
す
る
」
状
態
へ
回
帰
さ
せ
る
た
め
に
、
で
き
る
だ
け
速
や

か
に
税
制
と
社
会
保
障
制
度
一
体
で
の
具
体
的
な
改
革
案
を
示
し
、
財
政
健
全
化
に
も
つ
な
げ
る
。

【
社

会
保

障
改

革
に

関
す

る
有

識
者

検
討

会
報

告
】

○
未
来
へ
の
投
資
で
あ
る
社
会
保
障
の
コ
ス
ト
を
、
将
来
世
代
に
先
送
り
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
安
定
的
財
源

の
確
保
ぬ
き
に
、
新
し
い
社
会
保
障
の
理
念
と
原
則
は
実
現
し
な
い
。
我
々
は
、
現
在
の
世
代
が
享
受
し
て
い

る
サ
ー
ビ
ス
・
給
付
を
賄
う
費
用
さ
え
も
、
そ
の
多
く
を
赤
字
公
債
の
か
た
ち
で
後
代
の
負
担
に
つ
け
回
し
し
て

い
る
、
と
い
う
現
実
を
直
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

○
社
会
保
障
強
化
だ
け
が
追
求
さ
れ
財
政
健
全
化
が
後
回
し
に
さ
れ
る
な
ら
ば
、
社
会
保
障
制
度
も
ま
た
遠
か

ら
ず

機
能

停
止

す
る
。
し
か
し
、
財

政
健

全
化

の
み

を
目

的
と
す
る
改

革
で
社

会
保

障
の
質

が
犠

牲
に
な
れ
ば

、

社
会
の
活
力
を
引
き
出
す
こ
と
は
で
き
ず
、
財
政
健
全
化
が
目
指
す
持
続
可
能
な
日
本
そ
の
も
の
が
実
現
し

な
い
。
社
会
保
障
強
化
と
財
政
健
全
化
は
、
し
ば
し
ば
相
反
す
る
課
題
と
見
な
さ
れ
る
が
、
実
は
、
こ
の
二
つ
を

同
時

達
成

す
る
し
か
、
そ
れ
ぞ
れ
の
目
標
を
実
現
す
る
道
は
な
い
の
で
あ
る
。

社
会

保
障

給
付

と
消

費
税

収
の

対
応

関
係

③
（
社

会
保

障
改

革
と

財
政

健
全

化
の

同
時

達
成

）



消
費
税
収
（
国
･
地
方
）
の
社
会
保
障
財
源
化
・
区
分
経
理
の
イ
メ
ー
ジ

歳
出

歳
入

＜
現

状
の

イ
メ

ー
ジ

＞

歳
出

歳
入

＜
将

来
の

イ
メ

ー
ジ

＞

社
会

保
障

給
付

公
費

負
担

（
国

・
地

方
）

基 礎 的 財 政 収 支 対 象 経 費 （ 国 ・ 地 方 ）

社
会

保
障

給
付

公
費

負
担

（
国

・
地

方
）

PB
赤

字
（
国

・
地

方
）

そ
の

他
の

歳
出

消
費

税
収

（
国

・
地

方
）

そ
の

他
の

税
収

等

そ
の

他
の

歳
出

税
収

等

そ
の

他
の

税
収

の
確

保
や

歳
出

削
減

に
よ

り
P

B
赤

字
（
国

・
地

方
）
解

消

消
費

税
収

（
国

）

将
来

的
に

は
、

社
会

保
障

給
付

に
か

か
る

公
費

全
体

に
つ

い
て

、
消

費
税

収
（
国

・
地

方
）
を

主
た

る
財

源
と

し
て

安
定

財
源

を
確

保
す

る
こ

と
に

よ
っ

て
、

社
会

保
障

制
度

の
一

層
の

安
定

・
強

化
に

つ
な

げ
て

い
く
。 6



7

【
社

会
保

障
改

革
に

関
す

る
有

識
者

検
討

会
報

告
】

○
行

き
過
ぎ
た
格
差
や
貧
困
の
拡
大
が
、
社
会
の
活
力
を
そ
ぐ
よ
う
な
事
態
に
対
し
て
は
、
社
会
保
障
を
と
お

し
て
の
支
援
と
併
せ
て
、
税
制
面
で
も
個
人
所
得
課
税
や
資
産
課
税
に
お
い
て
、
所
得
再
分
配
機
能
を
強
化

す
る
改
革
を
お
こ
な
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

社
会

保
障

改
革

と
税

制
改

革

【
平

成
23

年
度

税
制

改
正

大
綱

（
平

成
22

年
12

月
16

日
閣

議
決

定
）
】

○
改
革
に
当
た
っ
て
は
、
平
成
2
2
年
度
税
制
改
正
大
綱
で
お
示
し
し
た
以
下
の
５
つ
の
視
点
や
改
革
の
方
向

性
を
踏
ま
え
、
納
税
者
の
理
解
・
納
得
を
得
な
が
ら
、
所
得
課
税
、
消
費
課
税
、
資
産
課
税
全
般
に
つ
い
て
改

革
を
進
め
て
い
き
ま
す
。

・
納
税
者
の
立
場
に
立
ち
「
公
平
・
透
明
・
納
得
」
の
税
制
を
築
く
こ
と

・
「
支
え
合
い
」
の
た
め
に
必
要
な
費
用
を
分
か
ち
合
う
こ
と

・
税
制
改
革
と
社
会
保
障
制
度
改
革
を
一
体
的
に
と
ら
え
る
こ
と

・
グ
ロ
ー

バ
ル
化

に
対

応
で
き
る
税

制
を
考

え
る
こ
と

・
地
域
主
権
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
税
制
を
構
築
す
る
こ
と
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【
社

会
保

障
改

革
に

関
す

る
有

識
者

検
討

会
報

告
】

○
国
民
一
人
ひ
と
り
に
包
括
的
な
支
援
を
お
こ
な
う
と
い
う
社
会
保
障
の
考
え
方
か
ら
す
れ
ば
、
国
民
に
身
近

な
と
こ
ろ
で
サ
ー
ビ
ス
を
設
計
し
、
実
行
す
る
地
方
自
治
体
の
役
割
は
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。
す
べ
て
の
自

治
体
で
、
住
民
の
参
加
と
自
立
を
支
え
る
こ
と
が
、
地
域
の
自
立
に
つ
な
が
る
。
ま
た
、
国
民
自
ら
が
関
与
す
る

分
権
的
な
社
会
保
障
は
、
社
会
保
障
の
信
頼
を
大
き
く
高
め
る
。
し
た
が
っ
て
、
社
会
保
障
改
革
を
支
え
る
税

制
改
革
の
た
め
に
は
、
国
と
と
も
に
制
度
を
支
え
て
い
る
地
方
自
治
体
の
社
会
保
障
負
担
に
対
す
る
安
定
財

源
の
確
保
が
重
要
な
目
標
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

○
地
方
自
治
体
も
ま
た
、
安
定
的
な
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
供
給
を
と
お
し
て
地
域
の
経
済
活
力
を
高
め
、
雇
用
を

拡
大
す
る
こ
と
に
責
任
を
負
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
地
方
自
治
体
の
そ
の
よ
う
な
努
力
を
支
え
る
た
め
に

も
、
税
源
の
遍
在
性
が
少
な
く
、
安
定
的
な
税
財
源
を
確
保
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
地
方
が
地
域
の

実
情
に
応
じ
て
住
民
合
意
の
下
に
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
に
関
し
て
は
、
独
自
に
財
源
が
確
保
で
き
る
よ
う
に
地

方
自
治
体
の
課
税
自
主
権
の
拡
大
・
発
揮
に
つ
い
て
も
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

地
方

の
財

源
確

保
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【
税

と
社

会
保

障
の

抜
本

改
革

調
査

会
「
中

間
整

理
」
】

○
「
公

平
・
透

明
・
納

得
」
の
税

制
を
築

き
、
社

会
全

体
が
支

え
合

う
新

し
い
モ
デ

ル
を
構

築
し
て
い
く
た
め
に
は
、

お
よ
そ
所

得
税

改
革

だ
け
で
な
し
得

る
も
の
で
は
な
く
、
消

費
税

を
含

む
抜

本
改

革
に
政

府
は
一

刻
も
早

く
着

手
す

べ
き
で
あ
る
。

○
今

回
の
中

間
整

理
で
は
個

別
の
社

会
保

障
制

度
の
具

体
的

な
将

来
像

や
そ
の
必

要
財

源
及

び
そ
の
必

要

財
源

を
確

保
す

る
た
め
の
具

体
的

な
税

制
改

革
の
方

策
ま
で
示

す
に
至

っ
て
い
な
い
が
、
社

会
保

障
に
対

す

る
国

民
の
信

頼
を
早

急
に
回

復
す

る
必

要
が
あ
る
こ
と
、
財

政
状

況
が
極

め
て
厳

し
い
こ
と
を
踏

ま
え
れ
ば

、
税

と
社

会
保

障
の
抜

本
改

革
は
一

刻
の
猶

予
も
な
ら
な
い
課

題
で
あ
り
、
少

子
高

齢
社

会
を
克

服
す

る
日

本
モ

デ
ル
に
向
け
て
、
早
急
に
政
府
与
党
で
検
討
を
行
っ
た
上
で
、
国
民
的
な
議
論
に
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

【
社

会
保

障
改

革
に

関
す

る
有

識
者

検
討

会
報

告
】

○
社

会
保

障
改

革
と
税

制
改

革
は
一

体
的

に
お

こ
な
わ
れ

な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
政

府
は
出

来
る
だ
け
速

や

か
に
、
社
会
保
障
制
度
と
消
費
税
を
含
む
税
制
の
一
体
的
改
革
の
具
体
案
を
作
成
す
る
べ
き
で
あ
る
。

社
会

保
障

と
税

の
一

体
改

革
の

実
施

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル
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附
則

（
税
制
の
抜
本
的
な
改
革
に
係
る
措
置
）

第
百
四
条

政
府
は
、
基
礎
年
金
の
国
庫
負
担
割
合
の
二
分
の
一
へ
の
引
上
げ
の
た
め
の
財
源
措
置
並
び
に
年
金
、
医

療
及
び
介
護
の
社
会
保
障
給
付
並
び
に
少
子
化
に
対
処
す
る
た
め
の
施
策
に
要
す
る
費
用
の
見
通
し
を
踏
ま
え
つ
つ
、

平
成
二
十
年
度
を
含
む
三
年
以
内
の
景
気
回
復
に
向
け
た
集
中
的
な
取
組
に
よ
り
経
済
状
況
を
好
転
さ
せ
る
こ
と
を

前
提
と
し
て
、
遅
滞
な
く
、
か
つ
、
段
階
的
に
消
費
税
を
含
む
税
制
の
抜
本
的
な
改
革
を
行
う
た
め
、
平
成
二
十
三

年
度
ま
で
に
必
要
な
法
制
上
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
改
革
は
、
二
千
十
年
代

（
平
成
二
十
二
年
か
ら
平
成
三
十
一
年
ま
で
の
期
間
を
い
う
。
）
の
半
ば
ま
で
に
持
続
可
能
な
財
政
構
造
を
確
立
す

る
こ
と
を
旨
と
す
る
も
の
と
す
る
。

２
前
項
の
改
革
を
具
体
的
に
実
施
す
る
た
め
の
施
行
期
日
等
を
法
制
上
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
景
気
回
復
過
程
の

状
況
、
国
際
経
済
の
動
向
等
を
見
極
め
、
予
期
せ
ざ
る
経
済
変
動
に
も
柔
軟
に
対
応
で
き
る
仕
組
み
と
す
る
も
の
と

し
、
当
該
改
革
は
、
不
断
に
行
政
改
革
を
推
進
す
る
こ
と
及
び
歳
出
の
無
駄
の
排
除
を
徹
底
す
る
こ
と
に
一
段
と
注

力
し
て
行
わ
れ
る
も
の
と
す
る
。

３
第
一
項
の
措
置
は
、
次
に
定
め
る
基
本
的
方
向
性
に
よ
り
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
講
じ
ら
れ
る
も

の
と
す
る
。

一
個
人
所
得
課
税
に
つ
い
て
は
、
格
差
の
是
正
及
び
所
得
再
分
配
機
能
の
回
復
の
観
点
か
ら
、
各
種
控
除
及
び
税

率
構
造
を
見
直
し
、
最
高
税
率
及
び
給
与
所
得
控
除
の
上
限
の
調
整
等
に
よ
り
高
所
得
者
の
税
負
担
を
引
き
上
げ

る
と
と
も
に
、
給
付
付
き
税
額
控
除
（
給
付
と
税
額
控
除
を
適
切
に
組
み
合
わ
せ
て
行
う
仕
組
み
そ
の
他
こ
れ
に

準
ず
る
も
の
を
い
う
。
）
の
検
討
を
含
む
歳
出
面
も
合
わ
せ
た
総
合
的
な
取
組
の
中
で
子
育
て
等
に
配
慮
し
て
中

低
所
得
者
世
帯
の
負
担
の
軽
減
を
検
討
す
る
こ
と
並
び
に
金
融
所
得
課
税
の
一
体
化
を
更
に
推
進
す
る
こ
と
。
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二
法
人
課
税
に
つ
い
て
は
、
国
際
的
整
合
性
の
確
保
及
び
国
際
競
争
力
の
強
化
の
観
点
か
ら
、
社
会
保
険
料
を
含

む
企
業
の
実
質
的
な
負
担
に
留
意
し
つ
つ
、
課
税
ベ
ー
ス
（
課
税
標
準
と
さ
れ
る
べ
き
も
の
の
範
囲
を
い
う
。
第

五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
拡
大
と
と
も
に
、
法
人
の
実
効
税
率
の
引
下
げ
を
検
討
す
る
こ
と
。

三
消
費
課
税
に
つ
い
て
は
、
そ
の
負
担
が
確
実
に
国
民
に
還
元
さ
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
観
点
か
ら
、
消
費

税
の
全
額
が
制
度
と
し
て
確
立
さ
れ
た
年
金
、
医
療
及
び
介
護
の
社
会
保
障
給
付
並
び
に
少
子
化
に
対
処
す
る
た

め
の
施
策
に
要
す
る
費
用
に
充
て
ら
れ
る
こ
と
が
予
算
及
び
決
算
に
お
い
て
明
確
化
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
に
、
消

費
税
の
税
率
を
検
討
す
る
こ
と
。
そ
の
際
、
歳
出
面
も
合
わ
せ
た
視
点
に
立
っ
て
複
数
税
率
の
検
討
等
の
総
合
的

な
取
組
を
行
う
こ
と
に
よ
り
低
所
得
者
へ
の
配
慮
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
。

四
自
動
車
関
係
諸
税
に
つ
い
て
は
、
簡
素
化
を
図
る
と
と
も
に
、
厳
し
い
財
政
事
情
、
環
境
に
与
え
る
影
響
等
を

踏
ま
え
つ
つ
、
税
制
の
在
り
方
及
び
暫
定
税
率
（
租
税
特
別
措
置
法
及
び
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二

百
二
十
六
号
）
附
則
に
基
づ
く
特
例
に
よ
る
税
率
を
い
う
。
）
を
含
む
税
率
の
在
り
方
を
総
合
的
に
見
直
し
、
負

担
の
軽
減
を
検
討
す
る
こ
と
。

五
資
産
課
税
に
つ
い
て
は
、
格
差
の
固
定
化
の
防
止
、
老
後
に
お
け
る
扶
養
の
社
会
化
の
進
展
へ
の
対
処
等
の
観

点
か
ら
、
相
続
税
の
課
税
ベ
ー
ス
、
税
率
構
造
等
を
見
直
し
、
負
担
の
適
正
化
を
検
討
す
る
こ
と
。

六
納
税
者
番
号
制
度
の
導
入
の
準
備
を
含
め
、
納
税
者
の
利
便
の
向
上
及
び
課
税
の
適
正
化
を
図
る
こ
と
。

七
地
方
税
制
に
つ
い
て
は
、
地
方
分
権
の
推
進
及
び
国
と
地
方
を
通
じ
た
社
会
保
障
制
度
の
安
定
財
源
の
確
保
の

観
点
か
ら
、
地
方
消
費
税
の
充
実
を
検
討
す
る
と
と
も
に
、
地
方
法
人
課
税
の
在
り
方
を
見
直
す
こ
と
に
よ
り
、

税
源
の
偏
在
性
が
小
さ
く
、
税
収
が
安
定
的
な
地
方
税
体
系
の
構
築
を
進
め
る
こ
と
。

八
低
炭
素
化
を
促
進
す
る
観
点
か
ら
、
税
制
全
体
の
グ
リ
ー
ン
化
（
環
境
へ
の
負
荷
の
低
減
に
資
す
る
た
め
の
見

直
し
を
い
う
。
）
を
推
進
す
る
こ
と
。
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財
政

運
営

戦
略

（
抄

）
（
平

成
２

２
年

６
月

２
２

日
閣

議
決

定
）

５
．

社
会

保
障

の
再

構
築

安
定

し
た

社
会

保
障

制
度

は
、

国
民

の
安

心
と

希
望

を
確

保
す

る
礎

で
あ

る
。

こ
れ

ま
で

、
社

会
保

障
は

負
担

面
ば

か
り

が
強

調
さ

れ
、

経
済

成
長

の
足

を
引

っ
張

る
も

の
と

み
な

さ
れ

る
傾

向
が

あ
っ

た
が

、
新

政
権

は
そ

の
よ

う
な

立
場

に
は

立
た

な
い

。
社

会
保

障
の

強
化

に
よ

り
、

国
民

は
安

心
し

て
お

金
を

消
費

に
回

す
こ

と
が

で
き

る
よ

う
に

な
る

。
ま

た
、

社
会

保
障

に
は

雇
用

創
出

を
通

じ
て

成
長

を
も

た
ら

す
分

野
が

数
多

く
含

ま
れ

て
い

る
。

少
子

高
齢

化
の

進
展

等
に

伴
い

、
今

後
、

増
大

す
る

支
出

の
財

源
を

安
定

的
に

確
保

し
、

国
民

の
信

頼
に

こ
た

え
ら

れ
る

持
続

可
能

な
社

会
保

障
制

度
を

再
構

築
し

て
い

か
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

そ
の

た
め

に
は

、
国

、
地

方
、

事
業

主
、

利
用

者
本

人
そ

れ
ぞ

れ
が

適
切

に
役

割
分

担
を

行
い

、
社

会
保

障
制

度
を

社
会

全
体

で
支

え
て

い
く
必

要
が

あ
る

。
そ

の
中

で
、

増
大

す
る

社
会

保
障

関
係

の
支

出
を

経
済

成
長

に
効

果
的

に
つ

な
げ

て
い

く
取

組
が

求
め

ら
れ

る
。

こ
の

た
め

、
社

会
保

障
分

野
に

お
け

る
選

択
と

集
中

を
進

め
、

例
え

ば
現

金
給

付
か

ら
雇

用
創

出
効

果
の

あ
る

現
物

給
付

に
重

点
を

移
す

な
ど

に
よ

り
、

消
費

や
雇

用
の

拡
大

等
、

経
済

成
長

に
与

え
る

効
果

の
高

い
施

策
に

資
源

配
分

を
重

点
化

し
て

い
く
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。

こ
う

し
た

社
会

保
障

関
係

の
施

策
を

実
施

す
る

場
合

は
、

制
度

へ
の

安
心

感
・
信

頼
感

を
高

め
、

維
持

す
る

た
め

に
、

そ
の

財
源

は
、

国
債

発
行

に
よ

る
の

で
は

な
く
、

安
定

的
な

財
源

を
確

保
す

る
必

要
が

あ
る

。
ま

た
、

国
民

に
充

実
し

た
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

た
め

に
規

制
の

見
直

し
を

行
う

と
と

も
に

、
国

民
が

分
担

す
る

費
用

が
過

大
な

も
の

と
な

ら
な

い
よ

う
、

無
駄

の
排

除
を

徹
底

し
、

効
率

的
な

制
度

を
構

築
す

る
必

要
が

あ
る

。

６
．

新
政

権
の

財
政

運
営

戦
略

－
国

民
の

安
心

と
希

望
の

た
め

に
－

医
療

、
介

護
、

保
育

と
い

っ
た

分
野

に
対

し
て

必
要

な
資

金
投

入
を

行
い

、
そ

れ
を

雇
用

の
創

出
と

経
済

成
長

へ
つ

な
げ

て
い

く
こ

と
が

望
ま

れ
る

が
、

そ
の

財
源

を
安

易
に

国
債

発
行

に
よ

っ
て

調
達

す
る

こ
と

は
、

国
民

の
安

心
や

市
場

の
信

認
を

高
め

、
維

持
す

る
こ

と
に

は
つ

な
が

ら
な

い
。

そ
も

そ
も

、
こ

れ
ほ

ど
債

務
残

高
が

累
増

し
て

い
る

中
で

、
国

債
発

行
に

依
存

し
続

け
る

財
政

運
営

は
維

持
不

可
能

で
あ

ろ
う

。

（
中

略
）

こ
う

し
た

改
革

を
通

じ
て

財
源

基
盤

を
確

保
し

、
持

続
可

能
な

財
政

・
社

会
保

障
制

度
の

構
築

や
生

活
の

安
全

網
（
セ

ー
フ

テ
ィ

ネ
ッ

ト
）
の

充
実

を
図

る
こ

と
が

、
雇

用
を

創
出

す
る

と
と

も
に

、
国

民
の

将
来

不
安

を
払

拭
し

、
経

済
成

長
の

礎
と

な
る

。
経

済
活

性
化

、
財

政
健

全
化

、
社

会
保

障
の

確
立

は
一

体
の

関
係

に
あ

る
。

経
済

成
長

に
よ

る
税

収
は

財
政

健
全

化
の

た
め

に
不

可
欠

で
あ

り
、

他
方

、
経

済
成

長
の

た
め

に
は

、
財

政
の

持
続

可
能

性
の

確
立

が
必

須
で

あ
る

。
ま

た
、

社
会

保
障

は
財

政
の

大
支

出
項

目
で

あ
る

と
と

も
に

、
重

要
な

成
長

分
野

で
あ

り
、

そ
の

確
立

に
よ

っ
て

、
国

民
は

消
費

を
拡

大
す

る
こ

と
が

可
能

に
な

る
。

「
強

い
経

済
」
、

「
強

い
財

政
」
、

「
強

い
社

会
保

障
」
の

一
体

的
な

実
現

を
目

指
す

、
こ

う
し

た
取

組
こ

そ
が

、
新

政
権

の
「
財

政
運

営
戦

略
」
で

あ
る

。
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財
政

運
営

戦
略

の
概

要
（
平

成
22

年
6月

22
日

閣
議

決
定

）

（
１

）
財

源
確

保
ル

ー
ル

（
「
ペ

イ
ア

ズ
ユ

ー
ゴ

ー
原

則
」
）

歳
出

増
・
歳

入
減

を
伴

う
施

策
の

新
た

な
導

入
・
拡

充
を

行
う

際
は

、
恒

久
的

な
歳

出
削

減
・
歳

入
確

保
措

置
に

よ
り

安
定

的
な

財
源

を
確

保
。

（
２

）
財

政
赤

字
縮

減
ル

ー
ル

収
支

目
標

達
成

の
た

め
、

原
則

と
し

て
毎

年
度

着
実

に
財

政
状

況
を

改
善

。
（
３

）
構

造
的

な
財

政
支

出
に

対
す

る
財

源
確

保
年

金
、

医
療

及
び

介
護

の
給

付
等

の
施

策
に

要
す

る
社

会
保

障
費

の
よ

う
な

構
造

的
な

増
加

要
因

で
あ

る
経

費
に

は
安

定
的

な
財

源
を

確
保

。
（
４

）
歳

出
見

直
し

の
基

本
原

則
特

別
会

計
を

含
め

全
て

の
歳

出
分

野
の

無
駄

の
排

除
を

徹
底

し
思

い
切

っ
た

予
算

の
組

替
え

。
（
５

）
地

方
財

政
の

安
定

的
な

運
営

財
政

健
全

化
は

国
・
地

方
が

相
協

力
し

つ
つ

行
う

。
国

は
、

地
方

の
自

律
性

を
損

な
い

、
地

方
に

負
担

を
転

嫁
す

る
よ

う
な

施
策

は
行

わ
な

い
。

財
政

健
全

化
目

標

財
政

運
営

の
基

本
ル

ー
ル

※
内

外
の

経
済

の
重

大
な

危
機

等
に

よ
り

目
標

の
達

成
等

が
著

し
く
困

難
と

認
め

ら
れ

る
場

合
に

は
、

達
成

時
期

等
の

変
更

等
の

適
切

な
措

置
。

収
支

(フ
ロ

ー
)目

標
残

高
（
ス

ト
ッ

ク
）
目

標

①
国

・
地

方
の

基
礎

的
財

政
収

支
（
プ

ラ
イ

マ
リ

ー
・
バ

ラ
ン

ス
）

・
遅

く
と

も
2
0
1
5
 年

度
ま

で
に

赤
字

対
Ｇ

Ｄ
Ｐ

比
を

2
0
1
0
 年

度
か

ら
半

減

・
遅

く
と

も
2
0
2
0
 年

度
ま

で
に

黒
字

化

②
国

の
基

礎
的

財
政

収
支

：
上

記
と

同
様

の
目

標

③
2
0
2
1
 年

度
以

降
も

、
財

政
健

全
化

努
力

を
継

続

2
0
2
1
年

度
以

降
に

お
い

て
、

国
・
地

方
の

公
債

等
残

高
の

対
Ｇ

Ｄ
Ｐ

比
を

安
定

的
に

低
下

さ
せ

る
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財
政

運
営

戦
略

の
概

要
（
平

成
22

年
6月

22
日

閣
議

決
定

）

中
期

財
政

フ
レ

ー
ム

○
中

期
財

政
フ

レ
ー

ム
に

基
づ

く
各

年
度

の
予

算
編

成
：
各

閣
僚

別
の

概
算

要
求

枠
を

設
定

し
、

そ
の

範
囲

内
で

優
先

順
位

を
つ

け
て

要
求

す
る

○
中

期
財

政
フ

レ
ー

ム
の

改
訂

：
毎

年
半

ば
頃

、
翌

年
度

以
降

3
 年

間
の

新
た

な
中

期
財

政
フ

レ
ー

ム
を

定
め

る

①
国

債
発

行
額

の
抑

制
・
平

成
2
3
 年

度
の

新
規

国
債

発
行

額
に

つ
い

て
、

平
成

2
2
 年

度
予

算
の

水
準

（
約

4
4
 兆

円
）
を

上
回

ら
な

い
も

の
と

す
る

よ
う

、
全

力
を

あ
げ

る
。

・
そ

れ
以

降
の

新
規

国
債

発
行

額
に

つ
い

て
も

、
着

実
に

縮
減

さ
せ

る
こ

と
を

目
指

し
、

抑
制

に
全

力
を

あ
げ

る
。

②
歳

入
面

で
の

取
組

・
個

人
所

得
課

税
、

法
人

課
税

、
消

費
課

税
、

資
産

課
税

等
に

わ
た

る
税

制
の

抜
本

的
な

改
革

を
行

う
た

め
、

早
急

に
具

体
的

内
容

を
決

定
す

る
こ

と
と

す
る

。
財

政
健

全
化

目
標

の
達

成
に

向
け

て
、

必
要

な
歳

入
を

確
保

し
て

い
く
。

③
歳

出
面

で
の

取
組

（
平

成
２

３
～

２
５

年
度

）

・
平

成
2
3
 年

度
か

ら
平

成
2
5
年

度
に

お
い

て
、

「
基

礎
的

財
政

収
支

対
象

経
費

」
（
国

の
一

般
会

計
歳

出
の

う
ち

国
債

費
等

を
除

い
た

も
の

）
に

つ
い

て
、

少
な

く
と

も
前

年
度

当
初

予
算

の
同

経
費

の
規

模
（
歳

出
の

大
枠

）
を

実
質

的
に

上
回

ら
な

い
こ

と
と

し
、

で
き

る
限

り
抑

制
に

努
め

る
こ

と
と

す
る

。

・
地

方
の

一
般

財
源

の
総

額
に

つ
い

て
は

、
上

記
期

間
中

実
質

的
に

2
2
年

度
と

同
水

準
を

確
保

す
る

。

・
歳

出
増

に
つ

な
が

る
施

策
を

新
た

に
実

施
又

は
拡

充
し

よ
う

と
す

る
場

合
に

は
、

当
年

度
当

初
予

算
の

「
基

礎
的

財
政

収
支

対
象

経
費

」
の

規
模

が
上

記
の

「
歳

出
の

大
枠

」
の

範
囲

内
と

な
る

よ
う

、
恒

久
的

な
更

な
る

歳
出

削
減

に
よ

り
、

こ
れ

に
要

す
る

財
源

を
賄

う
こ

と
と

す
る

。

（
注
）
平
成
2
3
年
度
以
降
の
経
済
危
機
対
応
・
地
域
活
性
化
予
備
費
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
予
算
編
成
過
程
で
検
討
。

平
成
23

～
25

年
度

に
お

け
る

「
基

礎
的

財
政

収
支

対
象

経
費

」

2
3
年

度
2
4
年

度
2
5
年

度

基
礎

的
財

政
収

支
対

象
経

費
【
2
2
年

度
　

7
0
.9

】

う
ち

　
経

済
危

機
対

応
・
地

域
活

性
化

予
備

費
等

【
2
2
年

度
　

　
1
.0

】

歳
出

の
大

枠

7
1

7
1

7
1

1
.0

1
.0

1
.0

（
単

位
：
兆

円
）
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収
支

（
フ

ロ
ー

）
目

標
①

国
・
地

方
の

基
礎

的
財

政
収

支
：
遅

く
と

も
2
0
1
5
年

度
ま

で
に

赤
字

対
Ｇ

Ｄ
Ｐ

比
を

2
0
1
0
年

度
か

ら
半

減
、

遅
く
と

も
2
0
2
0
 年

度
ま

で
に

黒
字

化
。

②
国

の
基

礎
的

財
政

収
支

：
上

記
と

同
様

の
目

標
③

2
0
2
1
 年

度
以

降
も

、
財

政
健

全
化

努
力

を
継

続
残

高
（
ス

ト
ッ

ク
）
目

標
2
0
2
1
年

度
以

降
に

お
い

て
、

国
・
地

方
の

公
債

等
残

高
の

対
Ｇ

Ｄ
Ｐ

比
を

安
定

的
に

低
下

さ
せ

る
。

内
閣

府
試

算
の

概
要

（
「
経

済
財

政
の

中
長

期
試

算
」
平

成
２

３
年

１
月

２
１

日
内

閣
府

）

目
標

達
成

に
必

要
な

収
支

改
善

幅
（
慎

重
シ

ナ
リ

オ
の

場
合

）

試
算

結
果

財
政

健
全

化
目

標
（
「
財

政
運

営
戦

略
」

平
成

２
２

年
６

月
２

２
日

閣
議

決
定

）

試
算

前
提

歳
出

：
2
0
1
2
年

度
、

2
0
1
3
年

度
に

つ
い

て
は

、
基

礎
的

財
政

収
支

対
象

経
費

を
前

年
度

当
初

予
算

の
規

模
で

横
ば

い
歳

入
：
「
平

成
2
3
年

度
税

制
改

正
大

綱
」
で

示
さ

れ
た

税
制

改
正

事
項

を
反

映
し

、
改

正
後

の
税

制
が

継
続

（
参

考
）
経

済
成

長
率

（
20

11
年

度
～

20
20

年
度

の
平

均
）

慎
重

シ
ナ

リ
オ

：
名

目
・
実

質
と

も
に

１
％

台
半

ば
成

長
シ

ナ
リ

オ
：
名

目
３

％
、

実
質

２
％

を
上

回
る

国
＋

地
方

国
基

礎
的

財
政

収
支

[対
Ｇ

Ｄ
Ｐ

比
]

目
標

値
[対

G
D

P
比

]
目

標
達

成
に

必
要

な
収

支
改

善
幅

[対
Ｇ

Ｄ
Ｐ

比
]

基
礎

的
財

政
収

支
[対

Ｇ
Ｄ

Ｐ
比

]
目

標
値

[対
G

D
P

比
]

目
標

達
成

に
必

要
な

収
支

改
善

幅
[対

Ｇ
Ｄ

Ｐ
比

]

2
0
1
0
年

度
▲

3
0
.9

[▲
6
.5

%
]

▲
3
4
.3

[▲
7
.2

%
]

2
0
1
5
年

度
▲

2
1
.7

[▲
4
.2

%
]

▲
1
6
.3

[▲
3
.2

%
]

5
.4

[1
.0

%
]

▲
2
4
.8

[▲
4
.9

%
]

▲
1
7
.4

[▲
3
.4

%
]

7
.4

[1
.5

%
]

2
0
2
0
年

度
▲

2
3
.2

[▲
4
.2

%
]

0
.0

[0
.0

%
]

2
3
.2

[4
.2

%
]

▲
2
5
.8

[▲
4
.6

%
]

0
.0

 [
0
.0

%
]

2
5
.8

[4
.6

%
]

1
9
2
.6

1
8
6
.2

2
2
1
.9

1
9
7
.5

1
7
7
.4

1
7
3
.8

1
2
0

1
4
0

1
6
0

1
8
0

2
0
0

2
2
0

2
4
0

2
6
0

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

1
2
0

1
4
0

1
6
0

1
8
0

2
0
0

2
2
0

2
4
0

2
6
0

国
・地

方
の

公
債

等
残

高
（対

G
D

P
比

）
（％

）

慎
重

シ
ナ

リ
オ

　
　

　
　

◆
成

長
戦

略
シ

ナ
リ

オ
　

●

（
兆

円
、

％
）

▲
 2

.5
▲

 3
.2

▲
 4

.2
▲

 4
.2

▲
 5

.6

▲
 6

.5

-
1
2.

0

-
1
0.

0

-
8.

0

-
6.

0

-
4.

0

-
2.

0

0.
0

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

-
1
2
.0

-
1
0
.0

-
8
.0

-
6
.0

-
4
.0

-
2
.0

0
.0

国
・地

方
の

基
礎

的
財

政
収

支
（対

G
D

P
比

）
（％

）

成
長

戦
略

シ
ナ

リ
オ

　
●

慎
重

シ
ナ

リ
オ

　
　

　
　

◆
〔▲

6
.4
％

*
〕

*
　
2
0
1
0
年
6
月
に
公
表

し
た
「経

済
財

政
　
　
の
中
長

期
試

算
」の

値
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プ
ラ
イ
マ
リ
ー
・
バ
ラ
ン
ス
（
Ｐ
Ｂ
）
の
定

義
に
つ
い
て

プ
ラ

イ
マ

リ
ー

・
バ

ラ
ン

ス
（
Ｐ

Ｂ
）
と

は
、

そ
の

時
点

で
必

要
と

さ
れ

る
政

策
的

経
費

を
、

そ
の

時
点

の
税

収
等

で
ど

れ
だ

け
賄

え
て

い
る

か
を

示
す

指
標

（
＝

政
策

的
経

費
－

税
収

等
）
。

な
お

、
財

政
収

支
と

は
、

利
払

費
の

扱
い

が
異

な
る

。

債
務
残
高

Ｇ
Ｄ
Ｐ

こ
の

た
め

、
「
債

務
残

高
対

Ｇ
Ｄ

Ｐ
比

」
全

体
の

変
動

は
、

「
金

利
」
と

「
経

済
成

長
率

」
の

水
準

に
よ

っ
て

左
右

さ
れ

る
。

以
上

を
整

理
す

る
と

、

Ｐ
Ｂ

が
均

衡
し

て
い

る
状

態
で

は
、

・
金

利
＞

成
長

率
⇒

債
務

残
高

対
Ｇ

Ｄ
Ｐ

比
は

増
加

・
金

利
＝

成
長

率
⇒

債
務

残
高

対
Ｇ

Ｄ
Ｐ

比
は

一
定

・
金

利
＜

成
長

率
⇒

債
務

残
高

対
Ｇ

Ｄ
Ｐ

比
は

減
少

債
務

残
高

対
Ｇ

Ｄ
Ｐ

比
を

確
実

に
引

き
下

げ
る

た
め

に
は

、

Ｐ
Ｂ

に
一

定
の

黒
字

幅
を

持
た

せ
る

必
要

。

Ｐ
Ｂ

均
衡

時
に

は
、

債
務

残
高

は
利

払
費

分
だ

け
増

加
。

こ
の

利
払

費
は

、
「
債

務
残

高
×

金
利

」
と

し
て

計
算

。

し
た

が
っ

て
、

Ｐ
Ｂ

均
衡

時
の

債
務

残
高

は
、

金
利

の
水

準
に

比
例

し
て

増
大

。

Ｇ
Ｄ

Ｐ
は

経
済

成
長

率
に

比
例

し
て

増
減

Ｐ
Ｂ

が
均

衡
し

て
い

る
状

態
で

は
、

債
務

残
高

対
Ｇ

Ｄ
Ｐ

比
の

分
子

と
分

母
は

次
の

と
お

り
に

変
動

。

公
債

金
収

入

税
収

等

政
策

的
経

費

債
務

償
還

費

利
払

費

Ｐ
Ｂ

財
政

収
支

歳
入

歳
出
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持
続
可
能
な
社
会
保
障
構
築
と
そ
の
安
定
財
源
確
保
に
向
け
た

「
中
期
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
（
抄
）

Ⅱ
．

国
民

の
安

心
強

化
の

た
め

の
社

会
保

障
安

定
財

源
の

確
保

１
．

堅
固

で
持

続
可

能
な

「
中

福
祉

・
中

負
担

」
の

社
会

保
障

制
度

の
構

築

急
速

に
進

む
少

子
・

高
齢

化
の

下
で

国
民

の
安

心
を

確
か

な
も

の
と

す
る

た
め

、
我

が
国

の
社

会
保

障
制

度
が

直
面

す
る

下
記

の
２

つ
の

課
題

に
同

時
に

取
り

組
み

、
堅

固
で

持
続

可
能

な
「

中
福

祉
・

中
負

担
」

の
社

会
保

障
制

度
を

構
築

す
る

。

(
1
)
 
「

社
会

保
障

国
民

会
議

最
終

報
告

（
2
0
0
8
年

1
1
月
4
日

）
」

な
ど

で
指

摘
さ

れ
る

社
会

保
障

制
度

の
諸

問
題

や
「

中
福

祉
」

の
綻

び

に
適

切
に

対
応

し
、

そ
の

機
能

強
化

と
効

率
化

を
図

る
こ

と
に

よ
り

、
国

民
の

安
心

に
つ

な
が

る
質

の
高

い
「

中
福

祉
」

を
実

現
す

る
。

(
2
)
 
社

会
保

障
制

度
の

財
源

（
保

険
料

負
担

、
公

費
負

担
、

利
用

者
負

担
）

の
う

ち
、

公
費

負
担

に
つ

い
て

は
、

現
在

、
そ

の
３

分
の

１
程

度
を

将
来

世
代

へ
の

ツ
ケ

回
し

（
公

債
）

に
依

存
し

な
が

ら
賄

っ
て

い
る

。
こ

う
し

た
現

状
を

改
め

、
必

要
な

給
付

に
見

合
っ

た
税

負
担

を
国

民
全

体
に

広
く

薄
く

求
め

る
こ

と
を

通
じ

て
安

定
財

源
を

確
保

す
る

こ
と

に
よ

り
、

堅
固

で
持

続
可

能
な

「
中

福

祉
・

中
負

担
」

の
社

会
保

障
制

度
を

構
築

す
る

。
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２
．

安
心

強
化

と
財

源
確

保
の

同
時

進
行

国
民

の
安

心
強

化
と

持
続

可
能

で
質

の
高

い
「

中
福

祉
」

の
実

現
に

向
け

て
、

年
金

、
医

療
、

介
護

の
社

会
保

障
給

付
や

少
子

化
対

策
に

つ
い

て
、

基
礎

年
金

の
最

低
保

障
機

能
の

強
化

、
医

療
・

介
護

の
体

制
の

充
実

、
子

育
て

支
援

の
給

付
・

サ
ー

ビ
ス

の
強

化
な

ど

機
能

強
化

と
効

率
化

を
図

る
。

こ
の

た
め

、
別

添
の

工
程

表
で

示
さ

れ
た

改
革

の
諸

課
題

を
軸

に
制

度
改

正
の

時
期

も
踏

ま
え

て
検

討

を
進

め
、

確
立

・
制

度
化

に
必

要
な

費
用

に
つ

い
て

安
定

財
源

を
確

保
し

た
上

で
、

段
階

的
に

内
容

の
具

体
化

を
図

る
。

３
．

安
心

と
責

任
の

バ
ラ

ン
ス

の
と

れ
た

財
源

確
保

(
1
)

社
会

保
障

安
定

財
源

に
つ

い
て

は
、

給
付

に
見

合
っ

た
負

担
と

い
う

視
点

及
び

国
民

が
広

く
受

益
す

る
社

会
保

障
の

費
用

を
あ

ら

ゆ
る

世
代

が
広

く
公

平
に

分
か

ち
合

う
観

点
か

ら
、

消
費

税
を

主
要

な
財

源
と

し
て

確
保

す
る

。
こ

れ
は

税
制

抜
本

改
革

の
一

環
と

し

て
実

現
す

る
。

(
2
)

こ
の

際
、

国
・

地
方

を
通

じ
た

年
金

、
医

療
、

介
護

の
社

会
保

障
給

付
及

び
少

子
化

対
策

に
要

す
る

公
費

負
担

の
費

用
に

つ
い

て
、

そ
の

全
額

を
国

・
地

方
の

安
定

財
源

に
よ

っ
て

賄
う

こ
と

を
理

想
と

し
、

目
的

と
す

る
。

こ
の

た
め

、
2
0
1
0
年

代
半

ば
に

お
い

て
は

、
基

礎
年

金
国

庫
負

担
割

合
の

２
分

の
１

へ
の

引
上

げ
に

要
す

る
費

用
を

は
じ

め
、

上
記

２
．

に
示

し
た

改
革

の
確

立
・

制
度

化
及

び
基

礎
年

金
、

老
人

医
療

、
介

護
に

係
る

社
会

保
障

給
付

に
必

要
な

公
費

負
担

の
費

用
を

、

消
費

税
を

主
要

な
財

源
と

し
て

安
定

的
に

賄
う

こ
と

に
よ

り
、

現
世

代
の

安
心

確
保

と
将

来
世

代
へ

の
責

任
の

バ
ラ

ン
ス

を
と

り
な

が

ら
、

国
・

地
方

の
安

定
財

源
の

確
保

へ
の

第
一

歩
と

す
る

。

具
体

的
に

は
、

上
記

の
社

会
保

障
給

付
及

び
少

子
化

対
策

に
要

す
る

費
用

の
状

況
や

将
来

見
通

し
、

財
政

健
全

化
の

状
況

等
を

踏
ま

え
て

、
税

制
の

抜
本

改
革

法
案

の
提

出
時

期
ま

で
に

、
そ

の
実

施
方

法
と

併
せ

て
決

定
す

る
。
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Ⅲ
．

税
制

抜
本

改
革

の
全

体
像

１
．

税
制

抜
本

改
革

の
道

筋

(
1
)
 
 
 
基

礎
年

金
国

庫
負

担
割

合
の

２
分

の
１

へ
の

引
上

げ
の

た
め

の
財

源
措

置
や

年
金

、
医

療
及

び
介

護
の

社
会

保
障

給
付

や
少

子

化
対

策
に

要
す

る
費

用
の

見
通

し
を

踏
ま

え
つ

つ
、

2
0
0
8
年

度
を

含
む

３
年

以
内

の
景

気
回

復
に

向
け

た
集

中
的

な
取

組
に

よ
り

経
済

状
況

を
好

転
さ

せ
る

こ
と

を
前

提
に

、
消

費
税

を
含

む
税

制
抜

本
改

革
を

2
0
1
1
 
年

度
よ

り
実

施
で

き
る

よ
う

、
必

要
な

法
制

上
の

措
置

を
あ

ら
か

じ
め

講
じ

、
2
0
1
0
 
年

代
半

ば
ま

で
に

段
階

的
に

行
っ

て
持

続
可

能
な

財
政

構
造

を
確

立
す

る
。

な
お

、
改

革

の
実

施
に

当
た

っ
て

は
、

景
気

回
復

過
程

の
状

況
と

国
際

経
済

の
動

向
等

を
見

極
め

、
潜

在
成

長
率

の
発

揮
が

見
込

ま
れ

る
段

階

に
達

し
て

い
る

か
な

ど
を

判
断

基
準

と
し

、
予

期
せ

ざ
る

経
済

変
動

に
も

柔
軟

に
対

応
で

き
る

仕
組

み
と

す
る

。

(
2
)
 

消
費

税
収

が
充

て
ら

れ
る

社
会

保
障

の
費

用
は

、
そ

の
他

の
予

算
と

は
厳

密
に

区
分

経
理

し
、

予
算

・
決

算
に

お
い

て
消

費

税
収

と
社

会
保

障
費

用
の

対
応

関
係

を
明

示
す

る
。

具
体

的
に

は
、

消
費

税
の

全
税

収
を

確
立

・
制

度
化

し
た

年
金

・
医

療
・

介
護

の
社

会
保

障
給

付
及

び
少

子
化

対
策

の
費

用
に

充
て

る
こ

と
に

よ
り

、
消

費
税

収
は

全
て

国
民

に
還

元
し

、
官

の
肥

大
化

に
は

使
わ

な
い

。

２
．

税
制

抜
本

改
革

の
基

本
的

方
向

性

社
会

保
障

の
安

定
財

源
確

保
を

始
め

、
社

会
に

お
け

る
様

々
な

格
差

の
是

正
、

経
済

の
成

長
力

の
強

化
、

税
制

の
グ

リ
ー

ン
化

な
ど

我

が
国

が
直

面
す

る
課

題
に

整
合

的
か

つ
計

画
的

に
対

応
す

る
た

め
、

下
記

の
基

本
的

方
向

性
に

よ
り

更
に

検
討

を
進

め
、

具
体

化
を

図
る

。

(
1
)
 
個

人
所

得
課

税
に

つ
い

て
は

、
格

差
の

是
正

や
所

得
再

分
配

機
能

の
回

復
の

観
点

か
ら

、
各

種
控

除
や

税
率

構
造

を
見

直
す

。
最

高

税
率

や
給

与
所

得
控

除
の

上
限

の
調

整
等

に
よ

り
高

所
得

者
の

税
負

担
を

引
き

上
げ

る
と

と
も

に
、

給
付

付
き

税
額

控
除

の
検

討
を

含
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む
歳

出
面

も
合

わ
せ

た
総

合
的

取
組

の
中

で
子

育
て

等
に

配
慮

し
て

中
低

所
得

者
世

帯
の

負
担

の
軽

減
を

検
討

す
る

。
金

融
所

得
課

税

の
一

体
化

を
更

に
推

進
す

る
。

(
2
)
 
法

人
課

税
に

つ
い

て
は

、
国

際
的

整
合

性
の

確
保

及
び

国
際

競
争

力
の

強
化

の
観

点
か

ら
、

社
会

保
険

料
を

含
む

企
業

の
実

質
的

な

負
担

に
留

意
し

つ
つ

、
課

税
ベ

ー
ス

の
拡

大
と

と
も

に
、

法
人

実
効

税
率

の
引

下
げ

を
検

討
す

る
。

(
3
)
 
消

費
課

税
に

つ
い

て
は

、
そ

の
負

担
が

確
実

に
国

民
に

還
元

さ
れ

る
こ

と
を

明
ら

か
に

す
る

観
点

か
ら

、
消

費
税

の
全

額
が

い
わ

ゆ

る
確

立
・

制
度

化
さ

れ
た

年
金

、
医

療
及

び
介

護
の

社
会

保
障

給
付

と
少

子
化

対
策

に
充

て
ら

れ
る

こ
と

を
予

算
・

決
算

に
お

い
て

明

確
化

し
た

上
で

、
消

費
税

の
税

率
を

検
討

す
る

。
そ

の
際

、
歳

出
面

も
合

わ
せ

た
視

点
に

立
っ

て
複

数
税

率
の

検
討

等
総

合
的

な
取

組

み
を

行
う

こ
と

に
よ

り
低

所
得

者
の

配
慮

に
つ

い
て

検
討

す
る

。

(
4
)
 
自

動
車

関
係

諸
税

に
つ

い
て

は
、

税
制

の
簡

素
化

を
図

る
と

と
も

に
、

厳
し

い
財

政
事

情
、

環
境

に
与

え
る

影
響

等
を

踏
ま

え
つ

つ
、

税
制

の
在

り
方

及
び

暫
定

税
率

を
含

む
税

率
の

在
り

方
を

総
合

的
に

見
直

し
、

負
担

の
軽

減
を

検
討

す
る

。

(
5
)
 
資

産
課

税
に

つ
い

て
は

、
格

差
の

固
定

化
防

止
、

老
後

扶
養

の
社

会
化

の
進

展
へ

の
対

処
等

の
観

点
か

ら
、

相
続

税
の

課
税

ベ
ー

ス

や
税

率
構

造
等

を
見

直
し

、
負

担
の

適
正

化
を

検
討

す
る

。

(
6
)
 
納

税
者

番
号

制
度

の
導

入
の

準
備

を
含

め
、

納
税

者
の

利
便

の
向

上
と

課
税

の
適

正
化

を
図

る
。

(
7
)
 
地

方
税

制
に

つ
い

て
は

、
地

方
分

権
の

推
進

と
、

国
・

地
方

を
通

じ
た

社
会

保
障

制
度

の
安

定
財

源
確

保
の

観
点

か
ら

、
地

方
消

費

税
の

充
実

を
検

討
す

る
と

と
も

に
、

地
方

法
人

課
税

の
在

り
方

を
見

直
す

こ
と

に
よ

り
、

税
源

の
偏

在
性

が
小

さ
く

、
税

収
が

安
定

的

な
地

方
税

体
系

の
構

築
を

進
め

る
。

(
8
)
 
低

炭
素

化
を

促
進

す
る

観
点

か
ら

、
税

制
全

体
の

グ
リ

ー
ン

化
を

推
進

す
る

。
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